
建築物衛生管理に関する検討会開催要綱 

 

 

１ 趣旨・目的 

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号）に規

定する特定建築物の要件及び建築物環境衛生管理基準については、平成 15 年４

月に改正して以降、見直しが行われていないところである。この間、特定建築物を取

り巻く状況は大きく変化し、建築物はより大規模化・高層化が進んだことに加え、建

築衛生設備・機器に関する ICT 技術が大きく進展し、さらに、国際機関では室内環

境基準について新たなガイダンス等が策定されている。 

 これらの状況を踏まえ、学識経験者等で構成される検討会を開催し、特定建築物

の要件、国際基準等を踏まえた建築物環境衛生管理基準の見直し等、適切な建築

物衛生管理に必要な事項について検討を行う。 

 

２ 検討事項 

 （１）特定建築物の要件について 

 （２）建築物環境衛生管理基準について 

 （３）その他適切な建築物衛生管理に必要な事項について 

 

３ 構成等 

（１）本検討会の構成員は別紙のとおりとし、座長を１名置く。 

（２）座長は検討会を代表し、会務を総括する。 

（３）座長が不在のときは、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。 

（４）本検討会は、必要に応じ、構成員以外の有識者の出席を求めることができる。 

 

４ 運営 

（１）本検討会は生活衛生・食品安全審議官が開催する。 

（２）本検討会は原則公開とし、会議資料及び議事録についても、後日 HP において公

開する。ただし、議事内容により、座長が非公開とすることが必要であると認める場

合は、開催予定とともに非公開である旨及びその理由を公開し、会議終了後、可

能な範囲で会議資料及び議事要旨を公開する。 

（３）本検討会の庶務は医薬・生活衛生局生活衛生課が行う。 

（４）この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関して必要な事項は座長が検

討会の了承を得て、その取扱いを決定するものとする。 
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参 照 条 文 
 

●建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号） 
（定義） 
第二条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学

校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物（建築基準法（昭和

二十五年法律第二百一号）第二条第一号に掲げる建築物をいう。以下同じ。）で、多

数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が

必要なものとして政令で定めるものをいう。 
２ 前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるも

のとする。 
 
（建築物環境衛生管理基準） 
第四条 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理につい

て権原を有するものは、政令で定める基準（以下「建築物環境衛生管理基準」とい

う。）に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。 
２ 建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねず

み、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について

定めるものとする。 
３ 特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有

者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛

生管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。 
 
（特定建築物についての届出） 
第五条 特定建築物の所有者（所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権

原を有する者があるときは、当該権原を有する者）（以下「特定建築物所有者等」と

いう。）は、当該特定建築物が使用されるに至つたときは、その日から一箇月以内

に、厚生労働省令の定めるところにより、当該特定建築物の所在場所、用途、延べ

面積及び構造設備の概要、建築物環境衛生管理技術者の氏名その他厚生労働省令で

定める事項を都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は

区長。以下この章並びに第十三条第二項及び第三項において同じ。）に届け出なけ

ればならない。 
２ 前項の規定は、現に使用されている建築物が、第二条第一項の政令を改正する政

令の施行に伴い、又は用途の変更、増築による延べ面積の増加等により、新たに特

定建築物に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、前項

中「当該特定建築物が使用されるに至つたとき」とあるのは、「建築物が特定建築物

に該当することとなつたとき」と読み替えるものとする。 
３ 特定建築物所有者等は、前二項の規定による届出事項に変更があつたとき、又は
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当該特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなつたとき

は、その日から一箇月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 
 
（建築物環境衛生管理技術者の選任） 
第六条 特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行な

われるように監督をさせるため、厚生労働省令の定めるところにより、建築物環境

衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しな

ければならない。 
２ 建築物環境衛生管理技術者は、当該特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理

基準に従つて行なわれるようにするため必要があると認めるときは、当該特定建築

物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する

ものに対し、意見を述べることができる。この場合においては、当該権原を有する

者は、その意見を尊重しなければならない。 
 
●建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令（昭和 45 年政令第 304 号） 
（特定建築物） 
第一条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（以下「法」という。）第二条

第一項の政令で定める建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積（建築

基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第二条第一項第三号に規定する

床面積の合計をいう。以下同じ。）が三千平方メートル以上の建築物及び専ら学校

教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校又は就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十

七号）第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園（第三号において「第一条

学校等」という。）の用途に供される建築物で延べ面積が八千平方メートル以上の

ものとする。 
一 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場 
二 店舗又は事務所 
三 第一条学校等以外の学校（研修所を含む。） 
四 旅館 

 
（建築物環境衛生管理基準） 
第二条 法第四条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 
一 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 
イ 空気調和設備（空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給（排

出を含む。以下この号において同じ。）をすることができる設備をいう。ニにお

いて同じ。）を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室に

おける次の表の各号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基

準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給を
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すること。 
一 浮遊粉じんの量 空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下 
二 一酸化炭素の含

有率 
百万分の十（厚生労働省令で定める特別の事情があ

る建築物にあつては、厚生労働省令で定める数値）以

下 
三 二酸化炭素の含

有率 
百万分の千以下 

四 温度 一 十七度以上二十八度以下 
二 居室における温度を外気の温度より低くする場

合は、その差を著しくしないこと。 
五 相対湿度 四十パーセント以上七十パーセント以下 
六 気流 〇・五メートル毎秒以下 
七 ホルムアルデヒ

ドの量 
空気一立方メートルにつき〇・一ミリグラム以下 

ロ 機械換気設備（空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる

設備をいう。）を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室

におけるイの表の第一号から第三号まで、第六号及び第七号の上欄に掲げる事

項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、そ

の流量を調節して供給をすること。 
ハ イの表の各号の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各号の上欄に

掲げる事項についての測定の方法は、厚生労働省令で定めるところによること。 
ニ 空気調和設備を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、病

原体によつて居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ず

ること。 
二 給水及び排水の管理は、次に掲げるところによること。 
イ 給水に関する設備（水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第九項

に規定する給水装置を除く。ロにおいて同じ。）を設けて人の飲用その他の厚生

労働省令で定める目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めると

ころにより、同法第四条の規定による水質基準に適合する水を供給すること。 
ロ 給水に関する設備を設けてイに規定する目的以外の目的のために水を供給す

る場合は、厚生労働省令で定めるところにより、人の健康に係る被害が生ずる

ことを防止するための措置を講ずること。 
ハ 排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じ

ないように、当該設備の補修及び掃除を行うこと。 
三 清掃及びねずみその他の厚生労働省令で定める動物（ロにおいて「ねずみ等」

という。）の防除は、次に掲げるところによること。 
イ 厚生労働省令で定めるところにより、掃除を行い、廃棄物を処理すること。 
ロ 厚生労働省令で定めるところにより、ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに
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駆除を行うこと。 
 
●建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第２号） 
（建築物環境衛生管理技術者の選任） 
第五条 特定建築物所有者等は、特定建築物ごとに建築物環境衛生管理技術者を選任

しなければならない。 
２ 前項の選任を行なうに当たつては、一の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者

が、同時に他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者とならないようにしなけれ

ばならない。ただし、二以上の特定建築物について、相互の距離、それぞれの用途、

構造設備、令第一条各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積、特定建築物所有

者等又は当該特定建築物の維持管理について権原を有する者の状況等から一人の

建築物環境衛生管理技術者が当該二以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術

者となつてもその職務を遂行するに当たつて特に支障がないときは、この限りでな

い。 
 
○建築物環境衛生管理技術者の選任について（抄） 
（平成 14 年 3 月 26 日健発第 0326015 号厚生労働省健康局長通知） 
 
 以下に示す場合であって、複数の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者として職

務遂行に支障がない場合には、以下のように兼任を認めることができる。 
ア 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条に規定する学校以外の特定建築物

の場合 
  統一的管理性が確保されている場合においては、3 棟までの兼任を認めること

ができる。 
イ 学校教育法第 1 条に規定する学校の場合 

同一敷地内又は近接する敷地内にある建築物で、統一的管理性が確保されて

いる場合においては、兼任を認めることができる。 
 

なお、統一的管理性とは、建築物の維持管理権原者が同一で、かつ、空気調和設備、

給水設備等建築物の衛生的環境の確保に係る設備が類似の形式であり、管理方法の統

一化が可能なものをいうものであること。 
 
【平成 14 年３月 26 日廃止】 
○建築物環境衛生管理技術者の選任について（抄） 
（平成 10 年３月 31 日生衛発 552 号厚生省生活衛生局長通知） 
 
 法の趣旨により、複数の特定建築物のビル管理技術者の兼任は原則として認めない

が、ビル管理技術者の確保が困難であり、かつ、以下に示す場合には例外的に兼任を
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認めることがあること。 
 1)学校教育法第１条に規定する学校以外の特定建築物の場合 

  統一的管理性が確保されている場合には３棟までの兼任を認めることがある。 
 2)学校教育法第１条に規定する学校の場合 

  同一敷地内又は近接する敷地内にある建築物で、統一的管理性が確保されてい

る場合においては兼任を認めることがある。 
 

 なお、特定建築物の用途、床面積、距離等については、統一的数値を兼任基準とし

て定めることが不可能であるので、各自治体において、兼任対象の複数の特定建築物

が適切に維持管理されることが可能であることを実態に応じて判断するものとする。 
 統一的管理性とは、建築物の維持管理権原者が同一で、かつ、空気調和設備、給水

設備等建築物の衛生的環境の確保に係る設備が類似の形式であり、管理方法の統一化

が可能なものであることをいう。 
 
○建築物環境衛生管理技術者の選任に関する事例について 
（平成 10 年３月 31 日事務連絡厚生省生活衛生局企画課） 
 
建築物環境衛生管理技術者の選任については、平成 10 年３月 31 日生衛発第 552

号生活衛生局長通知（以下「局長通知」という。）をもって指示されたところである

が、その運用にあたって参考とすべき事例を下記のとおり示すので、貴管下関係行

政機関及び関係者に対する指導に遺憾なきを期されたい。 
 
                                   記 
  
 複数の特定建築物のビル管理技術者の兼任は原則として認めないが、ビル管理技

術者の人数の不足その他のやむをえない理由によってビル管理技術者を確保するこ

とが困難である場合には、以下のような事例において兼任を認めることができる。 
１ 県が所有する近接する２棟又は３棟の建築物（庁舎及び議事堂）で、維持管理

権原者が同一であり構造設備に一体性があるもの 
    用途：事務所及び集会場 
    床面積：２棟又は３棟の合計が１人のビル管理技術者で監督できる範囲 
    距離：近接 
    統一的管理性：維持管理権原者が同じ 
          構造設備に一体性 
  ＜解説＞ 

  用途、床面積、距離については局長通知において実態に応じて判断される

こととされている。 
  本件においては、用途については事務所と集会場という別のものではある
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が、庁舎と議事堂という密接な関連を有するものであり、床面積については

１人のビル管理技術者で監督できる程度であり、距離については近接してい

る。 
  また、維持管理権原者が同一で、構造設備に一体性があるため、管理方法

の統一化が可能であると判断されるので、兼任を認めることができるものと

判断される。 
 

２ 自動車により１時間以内で移動可能な２棟又は３棟のスーパーマーケットのチ

ェーン店で、維持管理権原者が同一なもの 
   用途：店舗 
   床面積：２棟又は３棟の合計が１人のビル管理技術者で監督できる範囲 
   距離：自動車により１時間以内に移動可能 
   統一的管理性：維持管理権原者が同じ 
                    構造設備が類似 
  ＜解説＞ 

  本件においては、用途については店舗という同一のものであり、床面積に

ついては１人のビル管理技術者で監督できる程度であり、距離については自

動車により１時間以内に移動可能なものである。 
  また、維持管理権原者が同一で、チェーン店ということで構造設備に類似

性があるため、管理方法の統一化が可能であると判断されるので、兼任を認

めることができるものと判断される。 
  なお、距離については、ビル管理技術者の日常の維持管理業務に支障がな

い範囲として個別に判断されるものであるが、今回は例示的に 20ｋｍ以内で

１時間以内というものを示した。 
 
３ 同一観光地域内の２棟又は３棟（床面積合計 10000ｍ２程度）の旅館で、維持管

理権原者が同一であり、給水設備等が類似して管理方法の統一化が可能なもの 
   用途：旅館 
   床面積：２棟又は３棟（床面積合計が 10000ｍ２程度） 
   距離：同一観光地域内 
   統一的管理性：維持管理権原者が同じ 
          給水設備等が類似 
  ＜解説＞ 

  本件においては、用途については旅館という同一のものであり、床面積に

ついては床面積合計が 10000ｍ２程度であり、距離については同一観光地域内

である。 
  また、維持管理権原者が同一で、給水設備等が類似しているため、管理方

法の統一化が可能であると判断されるので、兼任を認めることができるもの

8



7 
 

と判断される。 
  なお、兼任を認めることのできる床面積合計については、構造設備の特性

に大きく左右されるものであるが、今回は例示的に 10000ｍ２程度というもの

を示した。 
 
４ 同一敷地内（同一キャンパス内）の５棟（床面積合計 50000ｍ２程度）の大学校

舎で、維持管理権原者が同一であり、個別空調、直結式水道等により維持管理方

法の簡略化、統一化が可能なもの 
   用途：学校 
   床面積：５棟（床面積合計 50000ｍ２程度） 
   距離：同一敷地内（同一キャンパス内） 
   統一的管理性：維持管理権原者が同じ 
          個別空調、直結式水道等 
  ＜解説＞ 

  本件においては、用途については学校という同一のものであり、床面積に

ついては床面積合計が 50000ｍ２程度であり、距離については同一敷地内（同

一キャンパス内）である。 
  また、維持管理権原者が同一で、個別空調、直結式水道等により管理方法

の簡略化、統一化が可能であると判断されるので、５棟の兼任を認めること

ができるものと判断される。 
  なお、兼任を認めることのできる床面積合計については、構造設備の特性

に大きく左右されるものであるが、今回は例示的に 50000ｍ２程度というもの

を示した。       
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建築物環境衛生管理技術者の兼任状況等について

＜調査の概要＞
調査対象：都道府県、保健所設置市、特別区（計155自治体）
調査期間：令和３年２月１日～８日

＜質問項目＞
Q１：建築物環境衛生管理技術者の兼任を認めていますか。（はい／いいえ）
Q２：Q１で「はい」とした場合、兼任を認めている特定建築物は最大何棟までですか。

（学校除く。）（２棟／３棟／４棟以上）
Q３：兼任を認めるにあたって、条例・要綱等で具体的な解釈を定めていますか。（は

い／いいえ）
Q４：Q３で「はい」とした場合、具体的な内容を記載してください。
Q５：建築物環境衛生管理技術者が複数兼任している特定建築物において、公衆

衛生上の問題が生じた事案はありますか。（ある／ない）
Q６：Q5で「ある」とした場合、具体的な内容を記載してください。
Q７：兼任の要件を、現在の基準よりも、さらに具体的に示す必要があるとお考えで

しょうか。（示してほしい／国が一律の判断基準を示すのは望ましくない／どちらで
も構わない）

Q８：その他

参考資料３
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調査の結果① 建築物環境衛生管理技術者の兼任の容認状況

○ 特定建築物において建築物環境衛生管理技術者の兼任を認めているのは、154の自治体で
あり、１の自治体においては兼任を認めていなかった。
○ 兼任を認めている154の自治体のうち、通知に準じ３棟まで兼任を認めているのは148の自治
体であり、２棟までとしているのは３の自治体、４棟以上としているのは３の自治体であった。

兼任を認めている特定建築物の最大数
（学校除く）

２棟
3

３棟
148

４棟以上
3

認めている
154自治体

認めている
154

認めていない
1

155自治体

建築物環境衛生管理技術者の兼任

※ 原則認めていないが、厚生労働省の通知（健発第0326015号）に基づき検討し、認めた事例はある。
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調査の結果② 兼任の条例・要綱等の策定状況

○ 兼任を認めるにあたって条例・要綱等で具体的な解釈を定めているのは、24の自治体であった。ま
た、調査時点において、６自治体はHPで解釈を公表していた。
条例・要綱等で兼任の具体的な解釈を定めている

はい
24
15%

いいえ
131
85%

155自治体

具体的な内容としては、
• 17の自治体：兼任する特定建築物間の距離で規定
例）自動車等で●時間以内に移動可能、同一県
（市）内、直線距離10㎞以内

• ５の自治体：兼任する特定建築物の合計延べ床面
積で規定
例）2万㎡未満、５万㎡未満、10万㎡以下等

• ２の自治体：新規竣工の特定建築物ではないこと
• １の自治体：兼任が可能な旨の文書の提出
• ５の自治体：兼任通知と同様の基準を条例・要綱
等に規定

等が規定されていた。

※一部重複計上あり
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調査の結果③ 建築物環境衛生管理技術者の兼任による公衆衛生上の問題

○ 建築物環境衛生管理技術者が複数兼任している特定建築物において、公衆衛生上の問題があっ
たと回答したのは３の自治体であり、152の自治体においては問題が生じていなかった。

ある
3

なし
152

公衆衛生上の問題が生じた事案

155自治体

具体的な内容としては、
• 建築物環境衛生管理基準の不適（ただし、複
数兼任していることが理由で不適が多いわけでは
ない。）。（３棟まで兼任可）

• 管理技術者が所管地域外で兼務していることが
確認できたが、管理技術者と連絡を取ることがで
きず、管理している建築物において公衆衛生上
の問題についての調査が困難な事例があった。
（３棟まで兼任可）

• 兼任のあった２棟とも、二酸化炭素の基準超過
や冬季における加湿不足等の空気環境に不備
が見られたが具体的対応策が講じられず、建築
物の維持管理を怠っていた事例があった。（兼任
不可）

の回答があった。
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調査の結果④ 兼任要件を具体的に示す必要性

○ 兼任の要件を現在の基準よりもさらに具体的に示す必要があると考えているのは、107の自治体
であった。他方、国が一律の基準を示すのは望ましくないとしたのは、５の自治体であった。

示してほしい
107
70%

どちらでも構わ
ない
42
27%

国が一律の判断基準を
示すのは望ましくない

5
3%

兼任要件を具体的に示す必要性

155自治体

○「示してほしい」とする具体的な内容としては、
• 兼務の可否を合理的に判断できる。
• 近隣の都市で管理技術者の兼任についての要件が異
なることがあり、事業者の負担を減らすため。

• 施設管理を行う建築物衛生管理技術者がICTを活用
して、どのように兼務が可能なのか具体的に示してほしい。

等の意見であった。

○ 「国が判断基準を示すのは望ましくない」とする具体的な
内容としては、

• 技術者が不足していることもあり、国で具体的な基準を
設けず、兼務となる特定建築物の所有者又は維持管理
権原者の承諾をもって兼務を認めてほしい。

• 維持管理権原者が同一であることや設備が類似形式で
あることを兼務の条件とすることについては、その根拠が不
明確であり、各都道府県及び市が事例ごとに判断する
のがよい。

• 等の意見であった。
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調査の結果④ その他（自由記載）

○ 30自治体：兼務状況を把握する仕組みの構築が必要
選任状況を全国的に確認できる仕組みがなく、所管外での兼任状況が把握できない。
全国的に兼任状況を確認することができる体制を構築してほしい 等

○ 10自治体：兼任要件を緩和した場合であっても衛生管理を担保する仕組みの構築が必要
管理技術者が形式的な選任（名義貸し）の状態となっている施設も散見されること
から、測定結果の評価、改善の提案等の管理技術者の業務が適切に行われるような
枠組みの検討が必要。
所有者等選任する側と選任される管理技術者側との合意（兼務であっても職務遂
行が可能との判断）が重要。 等

○ ３自治体：管理技術者の資格要件についても見直すべき
管理技術者が少ないため、免許取得方法を見直せないか(試験回数の増加、講習
会を受講する場合の時間・費用の軽減など。）。
管理技術者についても、登録業作業監督者と同様に定期的に資格を更新する講習
会の受講等を行うことが望ましいのではないか（選任後、同一者が長年継続されてい
る場合において、不適切な衛生管理状況になっている事例が見受けられるため。）
等
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調査結果のまとめ

○ ほとんどの自治体において、厚生労働省の通知内容と同様に、３棟まで兼任を認
めていた。

○ 条例・要綱等で具体的な解釈を定めているのは、24の自治体であり、その内容とし
ては、厚生労働省の通知に定めるものの他、兼任する特定建築物間の距離や兼任
する特定建築物の合計延べ床面積で判断している自治体がみられた。

○ 兼任できる上限は３棟までという現状において、建築物環境衛生管理技術者が複
数兼任している特定建築物において、公衆衛生上の問題があるという状況は、ほと
んど生じていなかった。

○ 過半数の自治体が、兼任の要件を現在の基準よりもさらに具体的に示す必要があ
ると考えていた。

○ この他、兼務状況を把握する仕組みの構築、兼任要件を緩和した場合であっても
衛生管理を担保する仕組みの構築、管理技術者の資格要件についても見直すべき
等の意見が寄せられた。
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
総合研究報告書 

 

建築物環境衛生管理基準の検証に関する研究 
 

研究代表者 林  基哉 国立保健医療科学院 統括研究官 

 

研究要旨 
 本研究は、平成 26-28「建築物環境衛生管理に係る行政監視等に関する研究」に基づき、建築物衛生

環境の効果的向上を図るための基準改正に資する科学的根拠を示すことを目的として、環境衛生管理

基準不適率上昇が顕著である空気環境を中心に文献調査、実態調査、統計分析などを行い以下の知見

を得た。 

基準案の検証（エビデンス整理）では、最新知見によって基準改正の対象候補となる項目を検討する

ための基礎が得られた。WHO などの動向に対応した温度、一酸化炭素、PM2.5 の基準の検討、厚生労

働省が示した新たな化学物質濃度指針値に対する特定建築物における実態調査、SVOC などの新たな

基準への対応の検討が必要であることを示した。 

測定評価法提案（ケーススタディー）では、主に温熱環境に関する評価方法の進歩が大きい中で、温

度、湿度、気流等の温熱環境に関する基準の追加、組み換えの提案に資する知見が示された。ASHRAE 

55 基準に準拠した測定方法を提案し、健康影響評価に必要な環境因子の知見と本測定方法をリンクさ

せることで、時間的・空間的な温熱環境分布評価の解像度を高めることが可能であることを示した。 

測定評価法の検証（実建物試行）では、気化式の加湿設備や空調の個別方式が急増している今般の状

況に対応するための一つの方法として、ASHRAE 55 基準に準拠した測定方法を用い、快適感や温冷感

等の指標を用いる可能性を示し、事務所ビルを例として検証を行いその有用性を示した。 

制度提案（自治体等ヒアリング）では、実効性のある基準の見直しのための基礎として、自治体にお

ける立入検査及びその報告の基になる定期的な空気環境測定の実態を把握するとともに、行政報告に

おける不適率上昇に関する分析を行った。適切な測定の実施が難しい状況が、不適率のデータに影響

している可能性があること、行政報告例における報告聴取の増加、省エネ対応、外気条件の変化が、不

適率上昇に影響していることを示した。これらを踏まえた測定評価法や制度の構築が必要であること

を示した。 
 
研究分担者 
開原 典子 国立保健医療科学院 
欅田 尚樹 産業医科大学 
東  賢一 近畿大学 
中野 淳太 東海大学 
李  時桓 信州大学 

研究協力者 
大澤 元毅 元 国立保健医療科学院 
金   勲 国立保健医療科学院 
島崎 大  国立保健医療科学院 
柳   宇 工学院大学 
長谷川兼一 秋田県立大学 
鍵  直樹 東京工業大学 
奥村 龍一 東京都多摩立川保健所 
齋藤 敬子 日本建築衛生管理教育センター 
杉山 順一 日本建築衛生管理教育センター 
渡邊 康子 元 全国ビルメンテナンス協会 
芳賀 健輔 全国ビルメンテナンス協会 
関内 健治 全国ビルメンテナンス協会 
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A．研究目的 
 本研究は、平成 26-28「建築物環境衛生管理に係

る行政監視等に関する研究」による、空気環境衛

生基準、衛生管理体制、新しい健康リスク等に関

する提案に基づいて、環境衛生管理基準不適率の

上昇が顕著である空気環境を中心に４つの研究を

行い、建築物衛生環境の効果的向上を図るための

基準改正に資する科学的根拠を示すことを目的と

する。 

「建築物環境衛生管理に係る行政監視等に関す

る研究」では、空気環境衛生基準の項目等につい

て、課題と対応案が以下のように示されている。

温熱環境の項目では、温度不適率は上昇し、夏期

の 28℃超が多い。冬期室温は比較的高く相対湿度

低下の要因である。相対湿度不適率は非常に高く、

加湿設備の設計から運用までの課題がある。気流

も不適率が上昇し、冬期不快の要因である。放射

なども含めた総合指標（PMV 等）の利用が必要であ

る。空気環境の項目では、二酸化炭素不適率が上

昇し、個別式空調における換気不備、省エネルギ

ーのための換気量削減、外気濃度上昇等の要因が

指摘され、濃度評価法も含めた検討が必要である。

一酸化炭素及び浮遊粉じん不適率は低いが、喫煙

の影響を注視する必要がある。外気の PM2.5 が懸

念されるが、室内発生やエアフィルタの検討が必

要である。ホルムアルデヒド不適率も低いが、VOC

による健康影響は注視する必要がある。この他、

浮遊微生物、VOC、臭気、定期測定や立入検査の測

定値の代表性、処理評価法、省エネルギー技術の

課題（タスクアンビエント空調・パーソナル空調

の空間分布、アースチューブの微生物等）がある。 

本研究は 4 つの研究で構成し、それぞれの目的

は以下の通りである。基準案の検証（エビデンス

整理）では、「建築物環境衛生管理に係る行政監視

等に関する研究」を整理補足して基準案（基準の

見直し、項目の追加・組替え）を作成し、適用効果

と不適率への影響を明らかにする。測定評価法提

案（ケーススタディー）では、基準案に対応した空

気環境測定方法を提案し精度を明らかにする。測

定評価法の検証（実建物試行）では、新たな測定評

価法の有効性を明らかにする。制度提案（自治体

等ヒアリング）では、自治体、ビルメンメンテナン

ス業の実情を踏まえ、基準案・測定評価法の実効

性、制度の可能性を明らかにする。 

 以上のように、「建築物環境衛生管理に係る行政

監視等に関する研究」の成果を活かし、実効性の

ある基準及び制度に向けた具体的な提案とその科

学的根拠を示すことが、本研究の目的である。 
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B．研究方法 
本研究「建築物衛生管理基準の検証に関する研

究」を構成する４つの研究では、以下の方法によ

って研究を実施した。 

 
B1．基準案の検証（エビデンス整理） 

平成26-28「建築物環境衛生管理に係る行政監視

等に関する研究」による環境衛生管理基準に関す

る提案及びエビデンスを踏まえ、国立情報学研究

所論文情報ナビゲータ（CiNii）、独立行政法人科学

技術振興機構の J-Dream III による科学技術関連の

文献検索（1975 年以降の文献を収載）、米国国立医

学図書館の Pubmed による医学関連の文献検索（原

則として 1950 年以降の文献を収載）、インターネ

ット検索によるホームページからの情報収集及び

関連資料、既存の書籍および上記検索で入手した

文献や資料に掲載されている参考文献等を入手し

た。また、平成 22 年度に実施した財団法人ビル管

理教育センター（現、公益財団法人日本建築衛生

管理教育センター）委託による「建築物環境衛生

管理基準の設定根拠の検証について」の報告書以

降のエビデンスについて調査及び整理を行った。

なお、2001 年度にとりまとめられた建築物衛生管

理検討会の報告については改めてその概要を記載

した。 

 
B2．測定評価法提案（ケーススタディー） 

空間の用途、空調方式、立地の多様性を考慮し

た、空気環境の測定方法の提案を目的とし、世界

的に参照されている温熱環境基準の文献調査を行

った。室内温熱環境基準である ASHRAE:55-2017

および ISO7730:2005 の文献調査を行い、ここに規

定される温熱環境を評価するための測定方法を整

理し、これらの基準を参考に空気環境測定法を提

案して、実際の測定を通じてその有効性の検証を

行った。 

 
B3．測定評価法の検証（実建物試行） 
B3.1．測定評価法の検証と夏期および冬期の室内

温湿度の課題 
 既往の測定法、及び、新たな測定評価法の有効

性を明らかにするため、実空間の測定結果と流体

計算実建物データを用いて、その実用性（精度、代

表性、時間、費用、不適率への影響等）の検証を行

うとともに、実建物の温度、相対湿度、二酸化炭素

の含有量について 2 週間程度の連続測定を行い夏

期および冬期の課題を抽出した。 
 
B3.2．健康影響に関する検証 

自記式調査票を調査対象の会社等に配付し、郵

送等にて回収した。建築物の管理者または事務所

の責任者に対しては「建築物の維持管理状況の調

査」（管理者用調査）、事務所の従業員に対しては

「職場環境と健康の調査」（従業員用調査）を実施

した。管理者用調査では、事務所及び事務所が入

居する建築物の維持管理状況などを問い、従業員

用調査では、職場環境と健康状態などを問うこと

とした。事務所１件あたり管理者用調査票 1 部、

従業員調査票は在室時間の長い従業員に対して

15 部配付した。 
 
B4．制度提案（自治体等ヒアリング） 
B4.1．空気環境測定に関する分析 

全国の特定建築物の空気環境測定業者に対して、

空気環境測定の実態に関するアンケート調査を

1171 名に対して行い、745 名の回答（回答率 63％）

を得た。ビルメンテナンスに関するアンケート調

査が 2 回にわたり行われた。なお、1 回目（平成

30 年 8 月実施）と 2 回目（令和 2 年 1 月実施）の

間に、中規模建築物の受託の有無（受託している

／受託していない）を調査している。中規模建築

物の受託のある企業 1,047 件に対し、1 回目およ

び 2 回目の調査を合わせて 409 件（39.1%）の有

効回答を得た。 
 

B4.2．二酸化炭素濃度等の空気環境に関する不適

率上昇要因の分析 
特定建築物における建築物衛生管理基準項目の

19



- 4 - 

実態を把握し、基準検証及び行政監視指導方法を

含めた制度提案の基礎とすることを目的とし、行

政報告例の特性を踏まえた上で、外気濃度上昇と

換気量削減による不適率上昇への影響について明

らかにするために、ＪＭＰによる分析と濃度不適

率の数式モデルによる解析を行った。 

 
C．研究結果 
C1．基準案の検証（エビデンス整理） 

世界保健機関（WHO）が温度の室内ガイドライ

ンとして低温側で 18℃以上を 2018 年に公表した。

これは冬期の高齢者における血圧上昇に対する影

響を考慮したものであった。特定建築物の適用用

途には、ホテルや旅館が含まれており、WHO の室

温のガイドラインは今後検討すべき項目であると

考えられた。また WHO は、微小粒子状物質

（PM2.5）、一酸化炭素の室内空気質ガイドライン

を公表しており、微小粒子状物質では循環器疾患

への影響、一酸化炭素では虚血性心疾患への影響

に基づくものであった。室内の粒子状物質につい

ては、浮遊粉じんよりも粒径の小さい PM2.5 に対

する室内空気指針値の設定が近年諸外国でなされ

てきており、WHO においても 2018 年に開催され

た「空気汚染と健康に関する世界会合」において、

大気と室内における PM2.5 による健康被害の問題

が大きく取り上げられた。これらの物質について

は、今後検討すべき項目であると考えられた。 
厚生労働省は、2-エチルヘキサノール、2,2,4-

trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate 
(TexanolTM, TMPD-MIB と 略 す ) 、 2,2,4-
trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate 
(TXIBTM, TMPD-DIB と略す)の室内濃度誌指針

値を検討中である。特定建築物におけるこれらの

物質の実態はこれまで把握されておらず、今後実

態調査を行い、建築物環境衛生管理基準で考慮す

べきかどうか検討する必要があると考えられた。 
近年、フタル酸エステル類やリン酸エステル類

を中心に、室内ダスト中の準揮発性有機化合物に

よる健康リスクが報告されている。フランスでは

室内ダスト中化学物質のガイドラインに関する国

際ワークショップが開催され、その方法論を検討

している。このような諸外国の動向も今後注視す

べきと考えられた。 
 

C2．測定評価法提案（ケーススタディー） 
ASHRAE 55 基準に準拠した測定方法を提案し、

北海道、関東、東海、近畿、九州の実際のオフィス

を夏季と冬季に分けて調査した。また衛生管理基

準と最新の温熱環境基準による評価結果を比較し

た。提案した測定方法と最新の評価基準により、

季節・建物規模・空調方式の特徴を分類できるこ

とがわかった。健康影響評価に必要な環境因子の

知見と本測定方法をリンクさせることで、時間的・

空間的な温熱環境分布評価の解像度を高めること

が可能であることを示した。 

 
C3．測定評価法の検証（実建物試行） 
C3.1．測定評価法の検証と夏期および冬期の室内

温湿度の課題 
 実測対象室について数値解析モデルを作成し、

輻射解析、日射解析を行うとともに、すべての座

席に発熱量 50 W/h の発熱人体モデルを設置し、

温度、PMV について解析を行った結果、①精度と

②代表性および③不適率への影響等については、

既往の測定法より現状をより適切に捉えるが、④

時間と⑤費用については、既往の測定法より負担

が大きい。一方で、温度、相対湿度、二酸化炭素の

含有量について、2週間程度の連続測定を行い、夏

期と冬期の室内温湿度特性を分析したところ、気

化式の加湿設備や空調の個別方式が増えている今

般の状況が不適率の増加に寄与していると考えら

れた。今後の評価法の検証において、個別空調の

運用管理手法の情報整備を加える必要があること

が指摘された。 

 
C3.2．健康影響に関する検証 

建築物利用者の職場環境と健康状態の実態調査

については、2017 年度から 2019 年度にかけて、
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室内の空気環境項目の測定と従業員に対するアン

ケート調査を冬期および夏期に実施した。特定建

築物において、冬期では合計 19 件で 183 名、夏

期では合計 17 件で 185 名からアンケート調査と

測定結果を得た。 
室内環境項目とビル関連症状との関係について

解析を行った結果、夏期では、温度が高いほど一

般症状と上気道症状が有意に増加した。冬期およ

び夏期ともに、総じて粉じんや化学物質の濃度は

管理基準や室内濃度指針値を下回っており、特定

建築物の一部の物質でみられたビル関連症状との

統計学的に有意な関係は、毒性学的にはほぼ意義

はないと考えられた。但し、目や上気道の症状に

対して関係がみられた粉じんとアルデヒド類に関

しては、本研究者らによる既往の研究と類似した

結果となっており、今後さらに研究が必要である

と考えられた。また、冬期では細菌濃度やエンド

トキシン濃度が高いほどビル関連症状の増加がみ

られ、平均濃度で日本建築学会の細菌の維持管理

規準を下回っていたが、細菌の種類と毒性に基づ

いた規準ではないことから、その種類を含めた詳

細な検討が今後必要であると考えられた。 
 

C4．制度提案（自治体等ヒアリング） 
C4.1．空気環境測定に関する分析 

空気環境の測定者に対するアンケート調査の結

果、空気環境の測定点、測定時間、測定後の改善に

関する課題が抽出された。空気環境の測定点につ

いては、適切でない場合があるとの回答が 23％あ

り、その理由は在室者やテナントなどへの配慮が

挙げられた。一日に 2 回測定できない場合につい

ては７％であり、同様の理由が挙げられた。また、

在室者がいない状況での測定については 56％、休

日など空調が運転されない場合の測定については

40％で、その理由は在室者への配慮、依頼主から

要請が多かった。不適合の場合の原因追及のため

の測定ができない場合があるとの回答は、25％で

あった。その原因は、在室者への配慮、依頼主の依

頼、契約上の制限など、が挙げられた。以上のよう

に、空気環境の測定は、使用状況、依頼主やテナン

トの要望などの影響を受けることによって、適切

な実施が難しい場合があることが確認された。こ

のような実態は、例えば、在室者がいない場合の

測定が多い用途では、二酸化炭素濃度の不適率が

低くなるなど、行政報告例における不適率の特性

にも影響していると考えられる。また、正しい測

定が難しい状況は、空気環境自体の悪化の要因と

なる可能性が否定できないことが指摘された。 

中規模建築物の衛生状態の実態把握に関するア

ンケート調査結果では、一部で特定建築物と同程

度の水準であったものの、十分な衛生状況にある

か不明の点もあると思われた。しかしながら、仕

様書（発注内容）の問題により適切な衛生管理が

実行できず、衛生状態に関するクレームや問題等

が発生したことはないとの回答が 75%となってお

り、その実態の把握には今後の調査や検討が必要

であると思われる。 
 

C4.2．二酸化炭素濃度等の空気環境に関する不適

率上昇要因の分析 
特定建築物の空気環境不適率の上昇要因を明ら

かにするために、行政報告例の不適率の実態把握、

不適率上昇要因に関する統計解析、外気濃度上昇、

省エネルギー等に伴う換気量減少の不適率への影

響に関する分析を行い、以下の知見を得た。 

特定建築物数が増加する中、給水関係に関する

項目の不適率が比較的安定しているのに対して、

空気環境の湿度、温度、二酸化炭素濃度の不適率

が 1999 年以降持続的に上昇している。また、立入

検査に代わって法定検査を利用した報告徴取が増

加している。 

湿度、温度、二酸化炭素濃度の不適率上昇の要

因として、報告徴取数の増加が挙げられる。また、

湿度、二酸化炭素濃度の不適率は、北の自治体ほ

ど高い傾向がある。 

特定建築物の外気二酸化炭素濃度の上昇によっ
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て室内濃度が上昇し、二酸化炭素濃度の不適率を

高める可能性がある。 

二酸化炭素の外気濃度、室内発生量、換気量の

影響を受ける室内濃度の頻度分布は大阪府と東京

都で類似し、東京都の内外二酸化炭素濃度差の頻

度分布は、Weibull 分布に近い。 

内外濃度差分布を仮定すると、外気濃度、換気

量、報告徴取率から不適率を算定する式が導かれ

る。 

不適率算出式を用いて、行政報告例の不適率に

フィッティングした結果、1998 年度に対する 2017

年度の不適率上昇は、原因別に、報告徴取率増加

が 11.6％、換気量減少が 7.2％、外気濃度上昇が

3.1％となった。 

以上のように、空気環境の不適率上昇の要因と

して、行政報告例の特性があることを踏まえた上

で、二酸化炭素濃度に注目して、その不適率上昇

要因の可能性を示し、行政報告例の特性と換気量

減少の影響が相対的に大きい可能性が高いことを

示した。今後、用途毎の特性の把握、湿度及び温度

に関する分析、行政報告例の特性の機序の解明を

行い、効果的な不適率低減策の検討が必要である

と考える。 

 
D．結論 

基準案の検証（エビデンス整理）では、最新知見

によって基準改正の対象候補となる項目決定の基

礎が得られた。WHO などの動向に対応した温度、

一酸化炭素、PM2.5 の基準の検討、厚生労働省が

示した新たな化学物質濃度指針値に対する特定建

築物における実態調査、SVOC などの新たな基準

への対応の検討が必要であることを示した。 

測定評価法提案（ケーススタディー）では、主に

温熱環境に関する評価方法の進歩が大きい中で、

温度、湿度、気流等の温熱環境に関する基準の追

加、組み換えの提案に資する知見が示された。

ASHRAE 55 基準に準拠した測定方法を提案し、健

康影響評価に必要な環境因子の知見と本測定方法

をリンクさせることで、時間的・空間的な温熱環

境分布評価の解像度を高めることが可能であるこ

とを示した。 

測定評価法の検証（実建物試行）では、気化式の

加湿設備や空調の個別方式が急増している今般の

状況に対応するための一つの方法として、

ASHRAE 55 基準に準拠した測定方法等、快適感や

温冷感等の指標を用いる可能性を示すとともに、

事務所ビルを例として、建築物の大規模化と用途

の複合化により、建築物の衛生管理が複数のテナ

ントによって行われ、中央一括管理ができないこ

と、個別空調方式の使用が拡大してきたことの影

響を踏まえることが必要であることを示した。 

制度提案（自治体等ヒアリング）では、実効性の

ある基準の見直しのための基礎として、自治体に

おける立入検査及びその報告に関する状況把握と

して空気環境測定の実態を把握し行政報告におけ

る不適率上昇に関する分析を行った。適切な測定

の運用が難しい状況が、不適率のデータに影響し

ている。また、行政報告例における報告聴取の増

加、省エネ対応、外気条件の変化が、不適率上昇に

影響している。これらを踏まえた測定評価法や制

度の構築が必要であることを示した。 

以上のように、国内外の空気環境基準、測定評

価方法の動向、空気環境測定及び不適率の実態を

踏まえた、空気環境基準の見直しの検討が必要で

あると考える。 

22



- 7 - 

E．研究発表 
１．論文発表 
1) 林 基哉，金 勲，開原 典子，小林 健一，鍵 直

樹，柳 宇，東 賢一，特定建築物における空

気環境不適率に関する分析，日本建築学会環

境系論文集，Vol.84  No.765 ， 2019.11 ；

pp.1011-1018. 
2) 東 賢一. 健康リスクの立場からみた環境過

敏症の予防について . 室内環境 ; 22(2), 
203−208, 2019. 

3) 東 賢一. 今後の室内化学物質汚染. 空気清

浄; 57(2), 15−20, 2019. 
4) 東 賢一. 建築物環境衛生管理基準の設定根

拠と近年の科学的知見. 空気清浄; 57(5), 4−13, 
2020. 

5) 東 賢一. 室内化学物質汚染の現状と対策. 
クリーンテクノロジー; 30(2), 41−45, 2020. 

6) Azuma K, Ikeda K, Kagi N, Yanagi U, Osawa 
H. Physicochemical risk factors for building-
related symptoms in air-conditioned office 
buildings: ambient particles and combined 
exposure to indoor air pollutants. Science of 
the Total Environment 616–617:1649–1655, 
2018. 

7) Azuma K, Kagi N, Yanagi U, Kim H, Kaihara 
N, Hayashi M, Osawa H. Effects of thermal 
conditions and carbon dioxide concentration 
on building-related symptoms: a 
longitudinal study in air-conditioned office 
buildings. Proceedings of the 15th 
international conference of Indoor Air 
Quality and Climate, ID106, 6 pages, in 
press, 2018. 

8) 東 賢一. 住環境の健康リスク要因とそのマ

ネジメントに関する国内外の動向. 日本衛生

学雑誌 73(2): in press, 2018. 
9) Azuma K, Ikeda K, Kagi N, Yanagi U, Osawa 

H. Evaluating prevalence and risk factors of 

building-related symptoms among office 
workers: Seasonal characteristics of 
symptoms and psychosocial and physical 
environmental factors. Environmental 
Health and Preventive Medicine 22(114), 38, 
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
分担研究報告書 

 
建築物衛生管理基準の検証に関する研究 

 
1. 基準案の検証 

 
研究分担者 東 賢一  近畿大学医学部   准教授 
研究分担者 欅田 尚樹 産業医科大学    教授 
研究代表者 林 基哉  国立保健医療科学院 統括研究官 

 
研究要旨 

近年、建築物の多様化や省エネルギー対応などより、建築物衛生法の管理基準に適合しない建築物

の割合が増加している。また、微生物や超微小粒子など建築物に関わる汚染要因も変化してきており、

監視方法や管理基準を含めた環境衛生管理のあり方を検討する必要がある。そこで本研究では、建築

物環境衛生管理基準の空気環境項目について、国際的な動向や諸外国の動向および関連する近年の科

学的知見等を整理し、今後検討すべき建築物環境衛生管理基準を整理した。昨年度とりまとめた結果

に対して、2019 年度の調査結果を追加および更新した。 
世界保健機関（WHO）が温度の室内ガイドラインとして低温側で 18℃以上を 2018 年に公表した。

これは冬期の高齢者における血圧上昇に対する影響を考慮したものであった。特定建築物の特定用途

には、ホテルや旅館が含まれており、WHO の室温のガイドラインは今後検討すべき項目であると考

えられた。また WHO は、微小粒子状物質（PM2.5）、一酸化炭素の室内空気質ガイドラインを公表し

ており、微小粒子状物質では循環器疾患への影響、一酸化炭素では虚血性心疾患への影響に基づくも

のであった。室内の粒子状物質については、浮遊粉じんよりも粒径の小さい PM2.5 に対する室内空気

指針値の設定が近年諸外国でなされてきており、WHO においても 2018 年に開催された「空気汚染と

健康に関する世界会合」において、大気と室内における PM2.5 による健康被害の問題が大きく取り上

げられた。これらの物質については、今後検討すべき項目であると考えられた。 
厚生労働省は、 2-エチルヘキサノール、 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate 

(TexanolTM, TMPD-MIB と 略 す ) 、 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate (TXIBTM, 
TMPD-DIB と略す)の室内濃度誌指針値を検討中である。特定建築物におけるこれらの物質の実態は

これまで把握されておらず、今後実態調査を行い、建築物環境衛生管理基準で考慮すべきかどうか検

討する必要があると考えられた。 
近年、フタル酸エステル類やリン酸エステル類を中心に、室内ダスト中の準揮発性有機化合物によ

る健康リスクが報告されている。フランスでは室内ダスト中化学物質のガイドラインに関する国際ワ

ークショップが開催され、その方法論を検討している。このような諸外国の動向も今後注視すべきと

考えられた。 
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A．研究目的 
近年、建築物の多様化や省エネルギー対応など

より、建築物衛生法の管理基準に適合しない建築

物の割合が増加している。また、微生物や超微小

粒子など建築物に関わる汚染要因も変化してきて

おり、監視方法や管理基準を含めた環境衛生管理

のあり方を検討する必要がある。 
そこで本研究では、建築物環境衛生管理基準の

空気環境の測定項目である、浮遊粉じん、一酸化

炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度、気流、ホル

ムアルデヒド等の室内空気環境に関連する因子に

ついて、国際的な動向や諸外国の動向および関連

する近年の科学的知見等を整理し、今後検討すべ

き建築物環境衛生管理基準を提案する。また、特

定建築物における空気環境を中心に、給排水の管

理、清掃、ねずみ等の防除といった、環境衛生管

理基準規定項目に係る実態と、建築物利用者の健

康状況を調査し、特定建築物の範囲拡大も含めた

適切な衛生管理方策の検討に必要な科学的根拠を

明らかにすることを目的としている。 
本研究で得られた成果は、建築物衛生法の適用

範囲の検討に資するものであり、今後の建築物衛

生行政における施策の立案に寄与するものである。 
 
B．研究方法 

国際機関や国内外の室内環境規制に関する報告

書、関連学会の資料、関連論文をインターネット

および文献データベースで調査した。近年、主だ

った活動が見受けられた世界保健機関（WHO）及

びその欧州地域事務局（WHO 欧州）、ドイツ、フ

ランス、カナダを主な調査対象国とした。また、

国際シンポジウムや国際ワークショップに参加し、

国際的な動向や諸外国の動向に関する情報収集や

情報交換を行った。 
 
（倫理面での配慮） 

本研究は、国立保健医療科学院研究倫理審査委

員会の承認（承認番号ＮＩＰＨ－ＩＢＲＡ＃１２

１８０）および近畿大学医学部倫理委員会の承認

（承認番号２９－２３８）を得て実施している。 
 
C．研究結果および考察 
C1．建築物環境衛生管理基準空気環境項目の健康

影響に関する近年のエビデンスの整理 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律

（建築物衛生法）（昭和４５年４月１４日法律第二

十号）「第四条第一項」では、「建築物環境衛生管

理基準」を規定している。ここでは、特定建築物

の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の

維持管理について権原を有するものは、政令で定

める基準に従って当該特定建築物の維持管理をし

なければならないと規定されている。建築物にお

ける衛生的環境の確保に関する法律施行令（以下、

建築物衛生法施行令）は、1970 年（昭和４５年）

10 月 12 日に公布されている。その後、幾多の改

正を経て、2004 年（平成１６年）3 月 19 日に改

正された施行令（政令第四六号）が現在施行され

ているものである。建築物衛生法施行令に規定さ

れている建築物環境衛生管理基準において、空気

調和設備を設けている場合の空気環境の調整に関

する基準は表 1-1 の通りである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-1 現行の建築物環境衛生管理基準 
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 項目 管理基準値 備考 
瞬
間
値 

温度 17 ℃以上 28 ℃以下 
※居室における温度を外気の温度より

低くする場合は、その差を著しくしない 

機械換気の場合は適用しな

い 

相対湿度 40 %以上 70 %以下 機械換気の場合は適用しな

い 
気流 0.5 m/秒以下  

平
均
値 

浮遊粉じん量 0.15 mg/m3以下 光散乱法などの測定器を使

用 
二酸化炭素 1000 ppm 以下  
一酸化炭素 10 ppm 以下 外気がすでに 10 ppm 以上の

場合は 20 ppm 以下 
ホルムアルデ

ヒド 
0.1 mg/m3（0.08 ppm）以下 新築・大規模修繕後等の 6 月

1 日～9 月 30 日の期間内 
 
 

建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、

給水および排水の管理、清掃、ねずみ・昆虫等の

防除に関し、環境衛生上良好な状態を維持するた

めに必要な措置について定めている。本基準は建

築物内部の人工的な総合環境を網羅した管理基準

であり、この管理基準を遵守するため、建築物の

所有者は権原者として、管理技術者を選任し、管

理項目に沿った維持管理を実施する義務が課せら

れている。本基準は制定後 50 年近く経過した現在、

維持管理関係者に広く浸透し、衛生規制として重

要な役割を担っている。また、対象外施設の維持

管理基準やガイドラインとしても広く参考とされ、

活用されている。以下、空気環境の測定項目であ

る、浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、

相対湿度、気流、ホルムアルデヒドに関して近年

の科学的知見を整理した。 
 
C1.1．建築物衛生管理検討会の報告 

2001 年（平成 13 年）10 月に発足した建築物衛

生管理検討会では、建築物衛生上の新たな課題に

対応した建築物環境衛生管理基準の在り方等につ

いて検討を重ねていた。この検討会の報告書から、

当時の建築物環境衛生管理基準の見直しに関する

見解を以下に示す（建築物衛生管理検討会: 建築

物衛生管理検討会報告書. 厚生労働省健康局生活

衛生課, 平成 14 年 7 月）。 

（１）温度 
温度は、健康で快適な室内環境条件を維持する

上で、代表的な指標の１つである。温熱環境の快

適性は温度だけでなく湿度、気流及び放射熱（輻

射熱）によっても影響を受けること、着衣量や活

動強度等によって各個人の温冷感は大きく違うこ

とから、建築物の利用者全員に生理的・心理的に

満足が得られる温度管理を行うことは困難である。 
しかし、室内温度と外気温度の差を無視した過

度の冷房により、感冒などの呼吸器の障害、下痢

や腹痛などの消化器の障害、神経痛や腰痛などの

筋・骨格系の障害、月経不順などの内分泌系の障

害など、いわゆる「冷房病」などが生じることが

ある。また、冬の寒冷は、脳卒中や循環器疾患、

呼吸器感染症などの罹患率の上昇を招く。一方、

室内温度の上昇は、居住者の体力の消耗や、建材

などからの化学物質の放散量の増大をもたらすこ

とになる。したがって、室内環境における適切な

温度管理は重要である。 
現行の基準値「17 度以上 28 度以下」について

は、現在の温熱環境の実態からは下限値の「17 度」

はかなり低い値であるといった問題点や、夏季、

冬季、中間期とで基準を区別するべきとの意見も

ある。これについては、今後、基準値とは別に、

望ましい値（指針値）を定め普及啓発を図るなど、

よりきめ細かな維持管理が行えるような対応も必
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要である。  
 
（２）相対湿度 

夏季の高湿度状態は、暑さに対する不快感を高

めるだけでなく、アレルギー疾患等との関連が指

摘される好湿性真菌やダニの増殖を招きやすくな

る。一方、冬季の低湿度状態は、気道粘膜を乾燥

させ気道の細菌感染予防作用を弱めるとともに、

インフルエンザウイルスの生存時間が延長し、イ

ンフルエンザに罹患しやすい状況になる。また、

アトピー性皮膚炎や気管支喘息などのアレルギー

疾患の患者では、低湿度が増悪因子となる。この

ため、適切な湿度管理が必要であり、現行の基準

においては、「40％以上 70％以下」と定められて

いるところである。 
特定建築物における相対湿度の不適合率（全国

平均）は、過去 25 年にわたって 30％前後（平成

１２年度は 30.8％）で推移しており、建築物環境

衛生管理基準の中で最も不適合率の高い項目であ

る。湿度管理の実態については、特に、冬季にお

いてこの基準に定める湿度の確保が困難であるこ

とが、空気調和設備の設計者や維持管理の従事者

等から指摘されている。 
また、省エネルギーの観点から実用化しつつあ

る、低温送風（大温度差送風）等の新しい空気調

和の方式では、夏季冷房時に低湿な空気環境とな

ることがある。運転条件によっては相対湿度が

40％以下になることがあるが、夏季には相対湿度

が低い場合においても、生理的・心理的に満足を

得る水蒸気量を確保できるのではないかとの指摘

がある。 
このようなことから、相対湿度の下限値につい

ては、夏季は相対湿度が 40％以下になっても加湿

の必要はない旨を規定する、冬季には衛生的環境

の確保の観点からは 40％を維持すべきであるが、

現状では、換気装置の性能等に問題があり 30％を

下回る極端な低湿度状態の建築物が少なからず存

在している現状があることから、最低限確保すべ

き湿度として 35％を基準値とし、これを下回る低

湿度状態の建築物に対する指導を重点的に行うこ

とが望ましい、といった意見もある。 
このことについては、現時点においては、主と

してインフルエンザウイルスの生存時間の観点か

ら基準値の引下げを合理化する科学的知見は得ら

れていないので、基準値を改訂するには至らない

が、現在、温湿度条件とインフルエンザウイルス

の生存時間の関係についての再現試験が行われて

おり、この結果が得られ次第、相対湿度の基準値

を再検討することが適当であると考えられる。 
 
（３）気流 

適度な気流は、温熱環境の快適性を維持するた

め、また、室内空気の混合・攪拌による均質化の

点から有効である。気流が１メートル/秒増すと体

感温度が３度程度下がるので、比較的高い温度設

定の冷房運転でも涼しさを維持できることから、

適度な気流を維持することは省エネルギーの観点

からも有効である。ただし、気流が速くなると、

体温調整機能に変調を来すおそれもあることから、

現行では、「0.5 メートル毎秒以下」と定められて

いる。 
この基準値は、冷房の吹き出し気流が直接当た

らないような室内の全般的な気流の人体に対する

影響にかんがみれば、適当な水準であると考えら

れる。 
 
（４）二酸化炭素の含有率 

二酸化炭素は、少量であれば人体に影響は見ら

れないが、濃度が高くなると、倦怠感、頭痛、耳

鳴り等の症状を訴える者が多くなることから、ま

た、室内の二酸化炭素濃度は全般的な室内空気汚

染を評価する１つの指標としても用いられている

ことから、二酸化炭素の含有率は「百万分の千以

下」と定められている。良好な室内空気環境を維

持するためには、１人当たり概ね 30m3/h 以上の

換気量を確保することが必要であるが、室内の二
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酸化炭素濃度が 1,000ppm 以下であれば、この必

要換気量を確保できていると見なすことが可能で

ある。 
エネルギー消費を節約する観点から、過度に換

気する必要はないものの、衛生的な空気環境を維

持するためには、二酸化炭素濃度が現行の基準値

以下になるよう、今後とも適正に管理することが

必要である。  
 
（５）浮遊粉じんの量 

室内の浮遊粉じんの発生源としては、室内に堆

積又は付着している粉じんが人の活動によって飛

散したもの、室内での喫煙など物質の燃焼に起因

するもの、外気中の浮遊粉じんが室内へ流入した

ものなどが考えられる。 
特定建築物における浮遊粉じん量の不適合率は、

例えば東京都平均では、昭和 46 年から昭和 52 年

にかけて、毎年 50％を超過していたが、その後経

時的に漸次低下している。全国平均では、昭和 52
年には 21.9％であったのが、平成 12 年度には

2.2%となっている。このように、室内環境におけ

る浮遊粉じん量が低下している理由としては、空

気浄化技術が高度化していること、室内の禁煙や

分煙化が進んでいること等が考えられる。 
現行では「空気１立方メートルにつき、0.15 ミ

リグラム以下」と定められているが、浮遊粉じん

量は、空気環境の快適性の指標となるものであり、

合理的に達成でき得る限り低減することが望まれ

る。今後、室内の浮遊粉じんの形状、粒径、化学

組成等の性状や挙動の把握を行い、また、有害性

等についての科学的知見を踏まえ、基準値や測定

方法について再検討することが適当であると考え

られる。 
 
（６）一酸化炭素の含有率 

一酸化炭素は室内では、石油、ガス等の燃料の

不完全燃焼等により発生する。現行では、一酸化

炭素中毒を防止する観点から、含有率は「百万分

の十以下」と定められているが、この基準値は、

一酸化炭素の人体に対する影響にかんがみれば適

当であると考えられる。 
 
C1.2．温熱環境 
１）温度 

温度に関しては、世界保健機関（WHO）が住宅

と健康のガイドライン（Housing and Health 
Guidelines）を公表し、低温側の室内温度のガイ

ドラインとして 18℃以上を勧告した（WHO, 
2018）。これは冬期の高齢者における血圧上昇に

対する影響を考慮したものであった。その他、

2016 年以降のエビデンスを以下にまとめた。 

31



- 16 - 

研究 研究デザインと対象 曝露 結果 
Jevons et 
al, 2016 

イギリスの冬期の住

宅を対象とした室温

の低温閾値の系統的

レビュー 

 イギリス及び同様の気

候の国で実施された研

究の系統的レビュー 

室温の低下が 18℃程度から一般住民

での健康影響が生じ始めることか

ら、デスクワークあるいは生活活動

強度が低く適切な着衣を有する人で

の低温閾値として 18℃を推奨 
van 
Loenhout et 
al, 2016 

オランダの一般住宅

居住の 113 名の高齢

者、5 月～8 月の約 4
ヶ月間の縦断研究 

 居間の室温平均 
① 20.9 ℃

（ 17.5-26.6 ℃ ）、 ②

24.0℃（19.9-28.8℃）、

③ 24.2 ℃

（ 21.0-29.1 ℃ ）、 ④

25.4℃（22.3-30.2℃） 
 寝室の室温平均 
① 19.3 ℃

（ 15.7-25.5 ℃ ）、 ②

23.6℃（19.7-27.9℃）、

③ 23.8 ℃

（ 20.1-28.2 ℃ ）、 ④

25.1℃（20.8-29.3℃） 

①に比べて②以降では睡眠障害、疲

労、頭痛、息苦しさ、のどの渇きを

呈する割合が大きく上昇 

Shiue 2016 イギリスの一般住宅

居住の 7997 名の高齢

者、2 年間の縦断研究 

 室温 18℃未満の居住者

と 18℃以上の居住者を

比較 

18℃未満の居住者では、血圧の上昇、

握力低下、ビタミン D の低下、血中

コレステロールの上昇、白血球数の

低下、肺機能の低下がみられた 
Uejio et al, 
2016 

ニューヨーク市で夏

期 に 救 急受 診 した

764 名 

 室温 26 度超の居住患者 室温 26 度超の居住患者の呼吸器疾

患のオッズ比 
1.63（95%CI, 0.95-2.68） 

Azuma et 
al, 2017 

東京、大阪、福岡の冬

期 11 オフィス事務所

の 107 名、夏期 13 オ

フィス事務所の 207
名、断面研究 

 冬期 22～27℃（平均

24.1℃） 
 夏期 24～28℃（平均

26.7℃） 

冬期の温度 1℃増加と上気道症状の

オッズ比 
1.55（95%CI, 1.11-2.18） 

東ら, 2017 東京と大阪の 11 の建

築物の 24 オフィス事

務所の 483 名、1 年間

の縦断研究 

 温度の日最小平均値

18.5～28.5℃ 
 温度の期間最小値 16.9
～29.0℃ 

1 度低下と上気道症状の調整オッズ

比 
日最小平均 1.27 (1.04-1.54) 
期間最小値 1.14 (1.02-1.27) 

Saeki et al, 奈良県の一般住宅居 低温（室温 14.1℃未満）、 室温の低下とともに血小板数が低
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2017 住の 1095 名の高齢者

（平均 71.9 歳）、断面

研究 

中温（14.4～17.9℃）、温

暖（17.9℃超）の３群 
下、温暖群に比べ低温群では有意に

血小板数が増加（血小板数の増加は

血液の凝集→冠動脈性心疾患に関

係） 
Wang et al, 
2017 

温度と居住者の血圧

に関する系統的レビ

ューとメタ分析 

2016 年 1 月までの論文

を検索、1℃低下による収

縮期（SBP）および拡張

期血圧（DBP）を分析 

外気温の日平均 1℃低下で SBP と

DBP が有意に上昇、室温 1℃低下で

SBP が有意に上昇（DBP はデータ不

足）、循環器疾患関連の状態にある居

住者でより大きく上昇、外気温より

室温のほうが血圧上昇への影響大 
 
 

van Loenhout らの研究からは、日中の瞬時最大

値としては 28℃以下が望ましいと考えられる。低

温側については、Jevons の系統的レビューから、

18℃以上が推奨されている。Shiue の研究からも、

18℃未満になると高齢者で血圧上昇、血中コレス

テロールの上昇、白血球数の低下、肺機能の低下

がみられており、Saeki らの研究からは、低温の

高齢者グループで血小板数の増加が観察されてい

る。Wang らの低温と血圧に関する系統的レビュ

ーでは、室温 1℃低下に関するメタ分析で SBP の

上昇がみられており、外気温よりも室温のほうが

血圧上昇への影響が大きいと報告されている。 
 
＜参考文献＞ 
Azuma K, Ikeda K, Kagi N, Yanagi U, Osawa H 

(2017) Physicochemical risk factors for 
building-related symptoms in 
air-conditioned office buildings: Ambient 
particles and combined exposure to indoor 
air pollutants. Sci Total Environ. doi: 
10.1016/j.scitotenv.2017.10.147. [Epub 
ahead of print] 

Jevons R, Carmichael C, Crossley A, Bone A 
(2016) Minimum indoor temperature 
threshold recommendations for English 
homes in winter - A systematic review. 

Public Health 136:4–12. 
van Loenhout JA, le Grand A, Duijm F, et al 

(2016) The effect of high indoor 
temperatures on self-perceived health of 
elderly persons. Environ Res 146:27–34. 

Saeki K, Obayashi K, Kurumatani N (2017) 
Platelet count and indoor cold exposure 
among elderly people: A cross-sectional 
analysis of the HEIJO-KYO study. J 
Epidemiol 27:562–7. 

Shiue I (2016) Cold homes are associated with 
poor biomarkers and less blood pressure 
check-up: English Longitudinal Study of 
Ageing, 2012-2013. Environ Sci Pollut Res 
Int 23:7055–9. 

Uejio CK, Tamerius JD, Vredenburg J, et al 
(2016) Summer indoor heat exposure and 
respiratory and cardiovascular distress calls 
in New York City, NY, U.S. Indoor Air 
26:594–604. 

Wang Q, Li C, Guo Y, et al (2017) 
Environmental ambient temperature and 
blood pressure in adults: A systematic 
review and meta-analysis. Sci Total Environ 
575:276–86. 

WHO, 2018. WHO Hosing and Health 

33



- 18 - 
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東賢一 (2017) 建築物利用者の職場環境と健康に

関する実態調査. 建築物環境衛生管理に係る

行政監視等に関する研究, 平成２８年度厚生

労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対

策総合研究事業）分担研究報告書. 
 
２）相対湿度 

相対湿度に関しては、「建築物環境衛生管理基準

の設定根拠の検証について」の報告書（東 賢一, 
内山巌雄: 建築物環境衛生管理基準の設定根拠の

検証について. 建築物環境衛生管理に関する調査

研究平成22年度研究報告書, 財団法人ビル管理教

育センター, 2011）およびその後の知見を含めて、

ウイルス感染、ダニやカビによる微生物汚染、ア

レルギー症状、静電気、粘膜（目、鼻、喉）や皮

膚への影響を総合的に文献レビューし、相対湿度

の最適推奨範囲としては、40～70%が推奨範囲で

あるとまとめていた（東ら, 2016）。 

とりわけ下限側については、目の刺激症状や角

膜前涙液層（PTF: 角膜表面を被覆している涙液

層）の変質等に関する近年の疫学研究や実験デー

タから、相対湿度の下限値については 40%以上が

推奨されている（Wolkoff, 2008）。また、日本の

研究からも、低湿度の 30%や 35%ではシックビル

ディング症候群の症状（鼻症状、息切れ、めまい

等）が有意に増加することから、相対湿度の目標

値については 40%以上が推奨されている（齊藤ら, 
2015）。著者らの研究でも、相対湿度の冬期にお

ける環境基準不適合と目の刺激や上気道症状との

有意な関係がみられていた（東, 2013）。 
そこで 2016 年以降のエビデンスを以下にまと

めた。 
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研究 研究デザインと対象 曝露 結果 
Jaakkola et 
al, 2014 

インフルエンザウイ

ルスの感染リスクに

関する呼吸器症状を

呈する 892 名の徴集

兵のケースクロスオ

ーバー研究 

感染前 3 日間の平均値 
 温度：-6.8 ± 5.6 °C 
 絶対湿度： 3.1 ± 1.3 
g/m³ 

感染リスクのオッズ比 
温度の平均値低下 1℃ 

1.10（1.02-1.19） 
温度変化の最大値 1℃ 

1.11（1.03-1.20） 
絶対湿度の平均値低下 0.5 g/m³ 

1.25（1.05-1.49） 
絶対湿度低下の最大値 0.5 g/m³ 

1.58（1.28-1.96） 
Paynter, 
2015 

インフルエンザウイ

ルスとRS ウイルスの

感染性と湿度に関す

るレビュー 

インフルエンザ、RS ウイ

ルス、耐性、生存、生存

率、湿度で文献検索 

低温、乾燥状態では両ウイルスの感

染力は増強、熱帯多雨の季節ではイ

ンフルエンザウイルスのエアロゾル

感染は減少するが、両ウイルスとも

接触感染は増加するかもしれない

（表面の液滴中での生存が増加）→

RS ウイルス感染は雨季の増加が観

察されている 
Ikäheimo et 
al, 2016 

ヒトのライノウイル

ス（HRV）の感染リス

クに関する呼吸器症

状を呈する 892 名の

徴集兵のケースクロ

スオーバー研究 

感染前 3 日間の平均値 
 温度：-9.9 ± 4.9 °C 
 絶対湿度： 2.2 ± 0.9 
g/m³ 

HRV 感染リスクのオッズ比 
温度低下の平均値 1℃ 

1.08（1.01-1.17） 
温度変化の最大値 1℃ 

1.08（1.01-1.17） 
絶対湿度低下の平均値 0.5 g/m³ 

1.13（0.96-1.34） 
絶対湿度低下の最大値 0.5 g/m³ 

1.20（1.03-1.40） 
Liu et al, 
2016 

2009年～2012年にお

ける中国の 16 歳以下

の下気道感染症の入

院患者と気象データ

の解析 

外気の温度と相対湿度 下気道感染症（B 型インフルエンザ

菌、肺炎球菌、RS ウイルス等）の入

院患者はは温度低下と相対湿度低下

で上昇 

Davis et al, 
2016 

1980年～2009年にニ

ュージーランドで発

生したインフルエン

ザと肺炎死亡率と気

象データ解析 
 

外気の温度と露点温度 発症前の低温度と低露点温度（低湿

度）が死亡率の増加と関係 
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Azuma et 
al, 2017 

東京、大阪、福岡の冬

期 11 オフィス事務所

の 107 名、夏期 13 オ

フィス事務所の 207
名、断面研究 

 冬期 25～44%（平均

35.4%） 
 夏期 50～70%（平均

59.0%） 

冬期の相対湿度 1%低下と皮膚症状

のオッズ比 
1.27（1.01-1.59） 

東ら, 2017 東京と大阪の 11 の建

築物の 24 オフィス事

務所の 483 名、1 年間

の縦断研究 

相対湿度 
 期 間 平 均 値 18.3 ～

64.7% 
 日最大平均値 20.7～

69.7% 
 日最小平均値 16.0～

60.0% 
 期 間 最 小 値 12.0 ～

54.0% 
絶対湿度 
 期間平均値 0.00～0.01 
 日最大平均値 0.01～

0.02 

10%低下と上気道症状の調整オッズ

比 
期間平均値 1.25 (1.02-1.54) 
日最大平均 1.25 (1.01-1.52) 
日最小平均 1.27 (1.04-1.54) 
期間最小値 1.25 (1.04-1.49) 
 
 
 
0.001 低下と上気道症状の調整オッ

ズ比 
期間平均値 1.11 (1.02-1.20) 
日最大平均 1.10 (1.01-1.19) 

Guan et al, 
2017 

鳥インフルエンザウ

イルス（AIV）の温湿

度による不活性化に

関する実験研究 

H9N2 と H6N2 を粗面

（パイン材）と平滑面（ス

テンレスやガラス）のキ

ャリアに沈着して 28 日

間培養、ウイルスの感染

性（活性化日数）を評価 

ウイルスの活性化日数 
 5.2 g/m3 (23°C・25%)では 14 日間

（粗面）と 28 日間（平滑面） 
 9.9 g/m3 (35°C・25%)や 11.3 g/m3 
(23°C・55%)では粗面で 0.76 日以

下、平滑面で 1.71 日以下に短縮 
 11.3 g/m3 から 36.0 g/m3 に増加す

るとさらに短縮 
Wolkoff, 
2017 

室内環境における外

眼部の症状に関する

文献レビュー 

個人要因、環境要因、職

業要因について包括的に

レビュー、2012 に公表し

た著者の既往レビューの

アップデート 

既往レビューと同様に、低湿度は外

眼部の症状に関与することを指摘、

但し、ポータブル加湿器の使用は目

の症状を増悪したとの報告があるこ

とから、加湿器の適切な維持管理と

過度な消毒剤の使用を避けることを

指摘 
Lin et al, 
2020 

細菌（結核菌のモデル

菌、枯草菌、大腸菌）

とインフルエンザウ

イルス等のウイルス

モデルに関する湿度

相対湿度 20%～100%で

生存率を評価 
細菌（結核菌のモデル菌、枯草菌、

大腸菌）では高湿度ほど生存率が高

く、インフルエンザウイルス等のウ

イルスモデルでは 40～70%程度の範

囲に生存率が低い湿度領域があり、
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と生存率の関係を評

価した実験研究 
高湿度になると生存率は高くなる。 

 
 

低温、乾燥状態ではインフルエンザウイルス、

RS ウイルス、肺炎球菌、ライノウイルスへの感染

リスクが増大することが複数の疫学研究で報告さ

れている。また、インフルエンザウイルスとライ

ノウイルスへの感染リスクは感染前の絶対湿度の

低下率と強く関係していることが示唆されている。

鳥インフルエンザの不活性化実験では、絶対湿度

の増加が大きく関係していることが報告されてい

る。相対湿度であらわすと、23℃程度では 40%程

度以上必要と推定される。最近の実験研究による

と、細菌（結核菌のモデル菌、枯草菌、大腸菌）

では高湿度ほど生存率が高く、インフルエンザウ

イルス等のウイルスモデルでは40～70%程度の範

囲に生存率が低い湿度領域があり、高湿度になる

と生存率は高くなると報告されている。日本の２

つの研究において、湿度の減少とシックビルディ

ング症候群との関係が示唆されている。 
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東賢一 (2013) 建築物利用者の職場環境と健康に

関するアンケート調査. 建築物環境衛生管理

及び管理基準の今後のあり方に関する研究, 
平成 24 年度総括・分担研究報告書, 厚生労働
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科学研究費補助金健康安全・危機管理対策総合

研究事業, 厚生労働省, 東京. 
東賢一 (2016) 建築物利用者の職場環境と健康に

関する実態調査. 建築物環境衛生管理に係る

行政監視等に関する研究, 平成 27 年度総括・

分担研究報告書, 厚生労働科学研究費補助金

健康安全・危機管理対策総合研究事業, 厚生労

働省, 東京. 
東賢一 (2017) 建築物利用者の職場環境と健康に

関する実態調査. 建築物環境衛生管理に係る

行政監視等に関する研究, 平成 28 年度総括・

分担研究報告書, 厚生労働科学研究費補助金

健康安全・危機管理対策総合研究事業, 厚生労

働省, 東京. 
齊藤宏之ら (2015) 冬季オフィス環境における低

湿度と自覚症状との関連性. 平成 27 年室内環

境学会学術大会抄録集, pp. 222−223. 
 
３）その他の指標 

気流については、「建築物環境衛生管理基準の設

定根拠の検証について」の報告書（東 賢一, 内山

巌雄: 建築物環境衛生管理基準の設定根拠の検証

について. 建築物環境衛生管理に関する調査研究

平成22年度研究報告書, 財団法人ビル管理教育セ

ンター, 2011）でレビューを実施していないこと

から、建築物衛生法が施行された 1970 以降のエ

ビデンスについて検索を行ったが、有用なエビデ

ンスは得られなかった。気流は温熱快適性の指標

として評価されているため、健康との関係につい

てはほとんど研究がなされていないと考えられる。

なお、気流を含めた温熱環境６要素の指標として

PMV（predicted mean vote：予測平均温冷感申告）

があることから、PMV についても同様に検索を行

ったが、有用なエビデンスは得られなかった。 
 
C1.3．二酸化炭素 

二酸化炭素に関しては、「建築物環境衛生管理基

準の設定根拠の検証について」の報告書（東 賢一, 

内山巌雄: 建築物環境衛生管理基準の設定根拠の

検証について. 建築物環境衛生管理に関する調査

研究平成22年度研究報告書, 財団法人ビル管理教

育センター, 2011）およびその後の知見を含めて

総合的に文献レビューを行った。 
その結果、1000 ppm 程度の低濃度域における

二酸化炭素濃度の上昇と生理学的変化（二酸化炭

素分圧、心拍数等）及びシックビルディング症候

群（SBS）関連症状との関係が見受けられ、生理

学的変化は二酸化炭素によるものと考えられるが、

SBS 症状については二酸化炭素によるものか、他

の汚染物質との混合曝露によるものかはさらなる

検証が必要（特に長期間曝露の影響）ではあるが、

建物内の二酸化炭素の室内濃度を 1000 ppm 以下

の低濃度に抑えることで、これらの健康影響を防

止できると考えられたこと、近年、1000  ppm 程

度の低濃度の二酸化炭素そのものによる労働生産

性（意思決定能力や問題解決能力）への影響が示

唆されており、今後のさらなる検証が求められる

ことをとりまとめ、この結果を国際雑誌に総説論

文として公表した（東, 2018; Azuma et al, 2018）。 
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二酸化炭素濃度と健康等への影響のまとめ（東ら, 2018; Azuma et al, 2018） 
CO2 濃度 生理変化 精神運動機能 症状 室内基準等 

500 ppm 以上 pCO2, 心拍数, 心拍

変動, 血圧, 末梢血

液循環 

 700 ppm 以上でシ

ックビルディング

症候の症状 

 

1,000 以上  認識能力（意思決

定, 問題解決） 
学童の喘息症状の

増悪 
居住空間における

室内空気質指針値 

5,000 以上    労働環境基準（8
時間加重平均値

TWA） 

10,000 以上 呼吸数増加, 呼吸性

アシドーシス, 代謝

性侵襲（血中 Ca や

尿中燐濃度の低下）, 
脳血流増加, 分時換

気量増加 

   

50,000 以上   めまい, 頭痛, 混
乱, 呼吸困難 

 

100,000 以上   激しい呼吸困難に

続き, 嘔吐, 失見

当, 高血圧, 意識

消失 

労働環境基準（短

時間限界値

STEL） 

・血液の pH 低下や CO2増加は、ヘモグロビンから酸素を離れやすくする 
・血液中の CO2増加では炭酸脱水酵素の働きで水素イオンと重炭酸イオンを生成 
 
 
 
＜参考文献＞ 
Azuma K, Kagi N, Yanagi U, Osawa H. (2018) 

Effects of low-level inhalation exposure to 
carbon dioxide in indoor environments: A 
short review on human health and 
psychomotor performance. Environment 
International 121:51–56. 

東 賢一. (2018) 室内環境中における二酸化炭素

の吸入曝露によるヒトへの影響. 室内環境 Vol. 
21, No. 2, pp. 113–120. 

C1.4．燃焼生成物（浮遊粉じん、一酸化炭素） 
１）浮遊粉じん 

建築物衛生法が 1970 年に制定された翌年の

1971 年から開始された、財団法人ビル管理教育セ

ンター（現、公益財団法人日本建築衛生管理教育

センター）の建築物環境衛生管理技術者講習会テ

キストによると、「建築物衛生法における浮遊粉じ

んとは、その化学性を考慮することなく、また生

成過程を問わず粒径が 10 ミクロン（μ）m 以下

の粒子状物質としているのは大気汚染防止法と同
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じである。また、浮遊粉じんの人体への影響は著

しいものがあり特に呼吸器系に対しては直接的で

あり、かつ、人に与える不快感、非特異的非伝染

性呼吸器症状の有症率あるいは死亡率、または病

理所見などを検討し、基準値を 0.15 mg/m3以下と

したものである。」と記載されている。 
当時、大気汚染対策として、粒子状物質の大気

環境基準の検討を進めており、日本における呼吸

器疾患の疫学調査に基づき、浮遊粉じんの基準と

して 0.1～0.15 mg/m3が検討されていた。最終的

に、大気環境基準では粒子状物質では 24 時間値で

0.1 mg/m3、建築物衛生法の空気環境管理基準では

0.15 mg/m3に決定された。このあたりの経緯につ

いては、「建築物環境衛生管理基準の設定根拠の検

証について」の報告書（東 賢一, 内山巌雄: 建築

物環境衛生管理基準の設定根拠の検証について. 
建築物環境衛生管理に関する調査研究平成 22 年

度研究報告書, 財団法人ビル管理教育センター, 
2011）に詳述している。 

空気中の粒子状物質については、1990 年代以降、

10μm よりも小さい粒子のほうが肺の奥深くまで

侵入してより強い生体影響を発現することが明ら

かとなり、いわゆる PM2.5 が注目されるようにな

った。2005 年には、世界保健機関（WHO）が循

環器疾患に関する疫学調査に基づき PM2.5 の空気

質ガイドラインを公表（WHO, 2005）し、米国環

境保護庁、日本、欧州などでも環境基準が設定、

あるいはより厳格な基準へと変更された（表１．

４－１）。 

 
表１．４－１  粒子状物質の空気質指針値や大気環境基準 

国や機関 制定 
PM10 (μg/m3) PM2.5 (μg/m3) 

24 時間 年間 24 時間 年間 
WHO 2005 50 20* 25 10* 

U.S.EPA 1997 150 50 65 15 
2006 150 －** 35 15 
2012 150 － 35 12 

Japan 2009 100*** － 35 15 
* Air quality guideline, ** No longer available in 2006 
*** 浮遊粒子状物質(SPM) 

 
 

WHO の空気質ガイドラインは、大気と室内の

いずれにも適用される。そのため室内空気におい

ても、2005 年以降に PM2.5の室内空気質ガイドラ

インを検討する諸外国が増え始めた。ドイツでは

2008 年に 24 時間値で 25μg/m3が設定され、フラ

ンスは 2010 年に WHO のガイドラインの活用を

推奨すると発表している。カナダは 1989 年に 40
μg/m3の室内空気質ガイドラインを設定していた

が、WHO の空気質ガイドラインを受けて、2012
年には可能な限り低く保つよう勧告している。ま

た、台湾では、2012 年に 35μg/m3の室内空気質

ガイドラインが設定された（表１．４－２）。 

WHO は PM2.5 に関する疫学研究において、米

国のハーバード 6 都市研究では 18μg/m3（範囲

11.1～29.6μg/m3）、アメリカがん協会（ACS）の

研究では 20μg/m3（範囲 9.0～33.5μg/m3）の長

期間における PM2.5 曝露濃度と死亡との間に有意

な関連性がみられたことから、これらの範囲の下

限から年平均で 10μg/m3 の空気質ガイドライン

を設定した。但し、PM2.5による健康影響は、この

レベル以下でも完全には排除できないと判断され

ており（WHO, 2005）、その後、カナダにおける

大規模なコホート研究において、10μg/m3以下の

大気中濃度でも用量依存的な影響が観察された
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（Crouse et al., 2012）こと、2013 年に国際がん

研究機関は粒子状物質を発がん性分類でグループ

１（人に対する発がん性がある）に分類したこと

（Loomis, 2013）などから、WHO では喫緊に再

評価が必要な物質の 1 つとしている（WHO 
Europe, 2016）。 

なお、WHO では、粒子状物質（PM2.5、PM10）

や一酸化炭素は、室内空気を汚染する燃料の燃焼

生成物として重要であり、とりわけ発展途上国で

は燃焼生成物による呼吸器疾患が公衆衛生上の大

きな問題となっていることから、家庭用燃料の燃

焼に関する室内空気質ガイドラインを 2014 年に

公表し、表１．４－３に示す燃焼生成物の目標排

出基準を勧告している（WHO, 2014）。 

 

 
表１．４－２ 諸外国における粒子状物質の室内空気質ガイドライン 

 
設定 

PM10 (μg/m3) PM2.5 (μg/m3) 
24 時間 年間 24 時間 年間 

WHO 2005 50 20 25 10 
日本 1970 150 (SPM) － － － 
ドイツ 2008 － － 25 － 
フランス 2010 WHO のガイドラインの活用を推奨 
カナダ 2012 1989 年に長期指針値として PM2.5 40 μg/m3を公表したが、2012 年に可

能な限り低く保つよう勧告 
ノルウェー 1999 － － 20 － 
台湾 2012 75 － 35 － 
韓国（公共施設） 2003 150 － － － 
中国 2002 150 － － － 
シンガポール 
（オフィス） 

1996 150 (SPM) － － － 

 
表１．４－３ 室内における燃焼生成物の目標排出基準 

物質 器具 目標排出基準 

PM2.5 煙突や排気フードを有する器具 0.80 mg／分以下 

 排気口のないストーブ、ヒーター、燃料ランプ 0.23 mg／分以下 

一酸化炭素 煙突や排気フードを有する器具 0.59 mg／分以下 

 排気口のないストーブ、ヒーター、燃料ランプ 0.16 mg／分以下 

 
 

大気中の PM2.5 と室内空気中に PM2.5 の動態に

ついては、国内でいくつか研究報告がある。大阪

市内の幹線道路沿道にある住宅の屋内外で PM2.5

の濃度を 9 年間にわたり調査したところ（宮崎ら, 
2008）、道路に面した住宅では外気濃度 33.3 μ

g/m3、室内濃度 24.0 μg/m3 と報告されている。

また、沿道から 50 m から 100 m の距離にある住

宅では、外気濃度 24.7 μg/m3、室内濃度 19.9 μ
g/m3と報告されている。この調査において、非喫

煙の住宅における外気濃度と室内濃度の相関関係
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は 0.804 と高く、室内濃度は外気濃度の影響を強

く受けていたことが報告されている。従って、日

本の住宅の室内における PM2.5 では、換気による

外気からの侵入が室内濃度を上昇させている。タ

バコの煙は PM2.5 の濃度を上昇させるが、室内に

このような発生源があると、さらに PM2.5 の室内

濃度は上昇する（宮崎ら, 2008）。 
大気中の PM2.5 の削減には時間を要することか

ら、PM2.5の外気濃度が高い地域では、適切な空調

機フィルタの導入が必要と考えられる。ただし、

事務所ビルの空調機にも利用されている中性能フ

ィルタは、PM2.5より粗大な粒子の捕集を目的とし

ている。従って、空調機が設置されていても、建

築物室内では PM2.5 の濃度上昇に寄与する粒径

0.1 μm 前後の微小粒子が十分除去されず、大気

と同様に室内で PM2.5 の影響が大きくなる要因に

なっている可能性が指摘されている（鍵ら, 2012）。 
 
２）一酸化炭素 

一酸化炭素については、粒子状物質と同様に、

大気環境基準が 1960 年代後半に検討され、一酸

化炭素環境基準専門委員会は、(1)連続する 8 時間

における 1 時間値の平均 20 ppm 以下、(2)連続す

る 24時間における 1時間値の平均 10 ppmのいず

れも満たすこととの答申を 1969 年に行い、翌

1970 年に環境基準に決定された。但し、一酸化炭

素環境基準専門委員会は、一酸化炭素の健康影響

を考慮すると、5ppm 以下が望ましいとも報告し

ている。建築物衛生法では 10 ppm を採用してい

るが、宿泊施設など、24 時間の利用が想定される

用途が建築物衛生法の適用範囲に含まれているか

らだと考えられる。このあたりの経緯については、

「建築物環境衛生管理基準の設定根拠の検証につ

いて」の報告書（東 賢一, 内山巌雄: 建築物環境

衛生管理基準の設定根拠の検証について. 建築物

環境衛生管理に関する調査研究平成 22 年度研究

報告書, 財団法人ビル管理教育センター, 2011）に
詳述している。 

WHO では、一酸化炭素の空気質ガイドライン

として、2000 年に 100 mg/m3（15 分値、87 ppm、

例えば換気されていないストーブ）、35 mg/m3（1
時間値、31 ppm、例えば器具の欠陥）10 mg/m3

（8 時間値、8.7 ppm、職業性曝露等）と公表して

いた。その後、一酸化炭素への長期曝露によって、

感覚運動能力の変化、認識能力への影響、感情や

精神への影響、循環器系への影響、低体重児出生

などとの関連が報告されてきたことから、2010 年

に室内空気質ガイドラインとして 7 mg/m3（24 時

間値、6.1 ppm、長期間曝露）を新たに加えた

（WHO Europe, 2010）。なお WHO では、一酸化

炭素についても、空気質ガイドラインとして喫緊

に再評価が必要な物質の 1 つと判断している

（WHO Europe, 2016）。 
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quality: household fuel combustion. World 
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WHO Europe (2016) WHO Expert Consultation: 
Available evidence for the future update of 
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C1.5．その他の空気汚染化学物質 
厚生労働省化学物質安全対策室では、シックハ

ウス（室内空気汚染）問題に関する検討会におい

て、一般住宅における全国規模の実態調査を実施

し、健康リスクの初期評価を行ったうえで、2017
年4月19日に開催された第21回検討会において、

2-エチル-1-ヘキサノール、テキサノール、2,2,4-
トリメチル-1,3-ペンタンジオールジイソブチレー

ト(TXIB) の室内濃度指針値を提案中である（厚生

労働省, 2017）。2-エチル-1-ヘキサノールは、コン

クリートスラブの上に軟質塩化ビニル樹脂のビニ

ルシートを直接敷設すると、コンクリート中のア

ルカリ成分が、軟質塩化ビニル樹脂に可塑剤とし

て含まれているフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを

アルカリ加水分解して生成されることが知られて

いる。テキサノールと TXIB は、水性塗料の安定

剤として使用されている。 
世界保健機関（WHO）が空気質ガイドラインを

今後アップデートするにあたり、近年のエビデン

スのレビューを 2015 年に実施し、10 月にボンで

開催された専門家会合での評価結果を下表のよう

に公表した（WHO, 2016）。喫緊に再評価が必要

なグループ１の物質は、粒子状物質（特にPM2.5）、

オゾン、二酸化窒素、二酸化硫黄、一酸化炭素で

あった。再評価が強く推奨されるグループ２の物

質は、カドミウム、クロム、鉛、ベンゼン、ダイ

オキシン類、多環芳香族炭化水素類（ベンゾ-a-ピ
レン）であった。その次に再評価が必要（再評価

のエビデンスが存在）なグループ３の物質は、ヒ

素、マンガン、白金、バナジウム、ブタジエン、

トリクロロエチレン、アクリロニトリル、硫化水

素、塩化ビニル、トルエン、ニッケルであった。

再評価が不要と判断されたグループ４の物質は、

水銀、石綿、ホルムアルデヒド、スチレン、テト

ラクロロエチレン、二酸化硫黄、フッ化物、ポリ

塩化ビフェニル、1,2-ジクロロエタン、ジクロロ

メタンであった。 

 
空気質ガイドラインを今後アップデートするにあたってのエビデンスの評価結果 
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C1.6．その他の室内環境因子に関する国際動向 
1) 騒音のガイドライン 

WHO 欧州は、2009 年に夜間騒音のガイドライ

ンを公表していた。従来、住居内の典型的な騒音

影響は、睡眠妨害、アノイアンス（迷惑）、会話妨

害であったが、近年、夜間騒音と不眠症、認知力

の低下、高血圧、心筋梗塞、精神疾患との関係が

示唆されている。そこで、睡眠妨害と不眠症等に

関する最小悪影響レベルに基づき、家屋正面の屋

外夜間騒音レベルの年平均値として 40 dB のガイ

ドラインを公表した。なお、55 dB を超えると心

血管系疾患のリスクが増大すると報告している。 
しかしながら、その後も環境騒音による健康影

響に関する科学的知見が報告されたことを踏まえ

て、WHO 欧州は 2018 年に環境騒音のガイドライ

ンを新たに公表した。新たな環境騒音ガイドライ

ンは、交通騒音、鉄道騒音、航空機騒音、風力発

電騒音、娯楽騒音ごとに、建物正面における昼間

と夜間のガイドラインを公表している。 
 

 
WHO 欧州による環境騒音のガイドライン 
騒音の種類 昼間 夜間（睡眠障害） 
交通騒音 53 dB（Lden） 45 dB（Lnight） 

鉄道騒音 54 dB（Lden） 44 dB（Lnight） 

航空機騒音 45 dB（Lden） 40 dB（Lnight） 

風力発電騒音 45 dB（Lden） 現時点は設定不可 
娯楽騒音（ナイトクラブ、パブ、フィットネス、

スポーツイベント、コンサート、音楽イベント、

音楽鑑賞（ヘッドホン）など） 

年平均 70 dB（Laeq,24h） 

Lden:昼夕夜時間帯補正等価騒音レベル 
Lnight：夜間の等価騒音レベル（Laeq） 
 
 
＜参考文献＞ 
WHO Europe. 2009. Night noise guidelines for 

Europe. WHO Regional Office for Europe, 
Copenhagen. 

WHO Europe. 2018. Environmental noise 
guidelines for the European Region. WHO 
Regional Office for Europe, Copenhagen. 

 

2) 室内ダストのガイドライン 
フランス ANSES は、室内ダスト中化学物質の

ガイドラインの検討を行っている。但し、その方

法論を検討するにあたり、各国の専門家からの意

見を収集しており、2019 年 9 月に非公開の国際ワ

ークショップを開催した。私は健康リスク評価の

専門家として招聘されて本ワークショップに出席

した。 
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ANSES では、フタル酸エステル類と鉛のガイ

ドラインの検討を行っており、本ワークショップ

での議論を踏まえてさらに検討中である。 
 
 

C2．環境衛生管理基準項目の改正案 
C2.1．既存の管理項目の改正案 

上述の近年の科学的知見に基づいて、既存の管

理項目に関する改正案を以下に示した。 
 

 
表 2-1. 既存の管理項目の改正案 
管理項目 基準値 時間単位 適用規定 改正の根拠 

温度 18℃以上 28℃以下 瞬間値 機械換気の場合は適

用しない 
WHO 住宅と健康ガ

イドライン (2018) 

相対湿度 40%以上 70%以下 瞬間値 機械換気の場合は適

用しない   

気流 0.5 m/秒以下 瞬間値     
浮遊粉じん* 0.15 mg/m3以下 平均値     

微小粒子状物質

(PM2.5) 

1 日平均値 35 μg/m3以下 
かつ 
1 年平均値 15 μg/m3以下 

平均値 ※1 年平均値は年 6
回測定の平均値 

WHO 室内空気質ガ

イドライン（基準値

案は環境省大気環境

基準） 
二酸化炭素 1000 ppm 以下 平均値     

一酸化炭素 6 ppm 以下 平均値   WHO 室内空気質ガ

イドライン 

ホルムアルデヒ

ド 
30 分平均値 0.1 mg/m3

以下 瞬間値 
新築・大規模修繕後

等の 6 月 1 日～9 月

30 日の期間内 

WHO 室内空気質ガ

イドライン 

※下線部が改正案の箇所 
* 過去の蓄積されたデータがあるので残しているが、いずれかの時点で廃止を検討。 
 
 
＜参考文献＞ 
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環境省. 2009. 微小粒子状物質環境基準専門委員

会報告. 環境省中央環境審議会大気環境部会, 東
京. 
 
C2.2．新規管理項目の検討について 

現行の管理項目に新規に追加する必要性を検討

し、表 1-3 にとりまとめた。また、学術的に近年

検討されており、今後の検討を要する項目を表 1-4
にまとめた。昨年度とりまとめた結果に対して、

2019 年度の調査結果を追加および更新した。検討

にあたっては、以下の 4 点を新規項目の選定基準
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とした。なお、これらの項目については、既存の

測定データや今後の測定データ、また科学的知見

などから今後詳細に検討を行うものである。 
①現行の建築物環境衛生管理基準で規定されて

いるもの 
②WHO が室内空気質ガイドラインを定めるも

の 
③学校環境衛生基準で規定されているもの 
④シックハウスに係る室内濃度指針値（厚生労

働省）が定められているもの 
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表 2-3. 建築物環境衛生管理基準（空気環境の調整）の検討（網掛けは選定基準の優先順位が高いものと重複しているものを

示す） 

選定 

基準 
項目 

主な 

発生

源 

室内空気における WHO（欧州）と国内の指針値等の設定状況 

建築物環境衛生管

理基準 

WHO 室内空気質ガ

イドライン 

シックハウス室

内濃度指針値 

（厚生労働省） 

学校環境衛生基準 

（学校保健安全法） 

環境基準 

（環境基本

法） 

①現行

の建築

物環境

衛生管

理基準

で規定

されて

いるも

の 

温度   17～28℃     17～28℃   

相対湿度   40～70%     30～80%   

気流   0.5 m/秒     0.5 m/秒   

浮遊粉じ

ん 
燃焼 0.15 mg/m3 

50 μg/m3（24 時間） 

20 μg/m3（1 年） 
  0.1 mg/m3 

１時間値の１

日平均値が

0.10 mg/m3 以

下であり、か

つ、１時間値

が 0.20 mg/m3

以下 

二酸化炭

素 

燃焼、 

ヒト 
1000 ppm     1500 ppm   

一酸化炭

素 
燃焼 10 ppm 

86 ppm（15 分） 

30 ppm（1 時間） 

8.6 ppm（8 時間） 

6 ppm（24 時間） 

  10 ppm 

１時間値の１

日平均値が

10 ppm 以下

であり、かつ、

１時間値の８

時間平均値

が 20 ppm 以

下 

ホルムア

ルデヒド 
合板 100 μg/m3 100 μg/m3（30 分） 100 μg/m3 100 μg/m3   

②WHO

（欧州）

が室内

空気質

ガイドラ

インを

定める

もの 

PM10 燃焼 0.15 mg/m3 
50 μg/m3（24 時間）

20 μg/m3（1 年） 
  0.1 mg/m3 

１時間値の１

日平均値が

0.10 mg/m3 以

下であり、か

つ、１時間値

が 0.20 mg/m3

以下 

PM2.5 燃焼   
25 μg/m3（24 時間） 

10 μg/m3（1 年） 
    

１年平均値 

15 μg/m3 以

下 かつ １日

平均値 35 μ

g/m3 以下 

ホルムア

ルデヒド 
合板 100 μg/m3 100 μg/m3（30 分） 100 μg/m3 100 μg/m3   

ベンゼン 

燃料

の燃

焼 

  
1.7 μg/m3 

（10-5 発がんリスク） 
    

１年平均値が

3 μmg/m3 以

下 

ナフタレン     10 μg/m3       

二酸化窒

素 
燃焼   

200 μg/m3（1 時間） 

40 μg/m3（1 年） 
  0.06 ppm 

１時間値の１

日平均値が

0.04 ppm から

0.06 ppm まで

のゾーン内又

はそれ以下 

一酸化炭

素 
燃焼 10 ppm 

86 ppm（15 分） 

30 ppm（1 時間） 

8.6 ppm（8 時間） 

6 ppm（24 時間） 

  10 ppm 

１時間値の１

日平均値が

10 ppm 以下

であり、かつ、

１時間値の８

時間平均値

が 20 ppm 以

下 
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ラドン 

自然

の鉱

物 

  100 Bq/m3       

トリクロロ

エチレン 

工業

用有

機溶

剤 

  
23 μg/m3（10-5 発が

んリスク） 
    

１年平均値が

0.2mg/m3 以

下 

テトラクロ

ロエチレ

ン 

クリー

ニン

グの

洗浄

溶剤 

  250 μg/m3     

１年平均値が

0.2mg/m3 以

下 

ベンゾ-a-

ピレン 
燃焼   

0.12 ng/m3（10-5 発

がんリスク） 
      

③学校

環境衛

生基準

で規定

されて

いるも

の 

二酸化炭

素 

燃

焼、ヒ

ト 

1000 ppm     1500 ppm   

温度   17～28℃     17～28℃   

相対湿度   40～70%     30～80%   

気流   0.5 m/秒     0.5 m/秒   

浮遊粉じ

ん 
燃焼 0.15 mg/m3 

50 μg/m3（24 時間） 

20 μg/m3（1 年） 
  0.1 mg/m3   

一酸化炭

素 
燃焼 10 ppm 

86 ppm（15 分） 

30 ppm（1 時間） 

8.6 ppm（8 時間） 

6 ppm（24 時間） 

  10 ppm 

１時間値の１

日平均値が

10 ppm 以下

であり、かつ、

１時間値の８

時間平均値

が 20 ppm 以

下 

二酸化窒

素 
燃焼   

200 μg/m3（1 時間） 

40 μg/m3（1 年） 
  0.06 ppm 

１時間値の１

日平均値が

0.04 ppm から

0.06 ppm まで

のゾーン内又

はそれ以下 

ホルムア

ルデヒド 
合板 100 μg/m3 100 μg/m3（30 分） 100 μg/m3 100 μg/m3   

トルエン 

接着

剤、

塗料 

    260 μg/m3 260 μg/m3   

キシレン 

接着

剤、

塗料 

    200 μg/m3 870 μg/m3   

パラジク

ロロベン

ゼン 

防虫

剤 
    240 μg/m3 240 μg/m3   

エチルベ

ンゼン 

断熱

材、

塗料 

    58 μg/m3 3800 μg/m3   

スチレン 

断熱

材、

防水

剤 

    220 μg/m3 220 μg/m3   

ダニ又は

ダニアレ

ルゲン 

寝具

や絨

毯 

      100 匹/m2   

④シッ

クハウ

スに係

る室内

濃度指

針値

（厚生

労働

ホルムア

ルデヒド 
合板 100 μg/m3 100 μg/m3（30 分） 100 μg/m3 100 μg/m3   

トルエン 

接着

剤、

塗料 

    260 μg/m3 260 μg/m3   

キシレン 

接着

剤、

塗料 

    200 μg/m3 870 μg/m3   
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省）が

定めら

れてい

るもの

（下線

部は改

正また

は新設

案） 

パラジク

ロロベン

ゼン 

防虫

剤 
    240 μg/m3 240 μg/m3   

エチルベ

ンゼン 

断熱

材、

塗料 

    3800 μg/m3 3800 μg/m3   

スチレン 

断熱

材、

防水

剤 

    220 μg/m3 220 μg/m3   

クロルピ

リホス 

防蟻

剤 
    1 μg/m3     

フタル酸

ジブチル 

塩ビ

樹脂 
    17 μg/m3     

テトラデカ

ン 

接着

剤、

塗料 

    330 μg/m3     

フタル酸

ジ-2-エチ

ルヘキシ

ル 

塩ビ

樹脂 
    100 μg/m3     

ダイアジノ

ン 

防蟻

剤 
    0.29 μg/m3     

アセトア

ルデヒド 

合

板、

接着

剤 

    48 μg/m3     

フェノブカ

ルブ 

防蟻

剤 
    33 μg/m3     

総揮発性

有機化合

物(TVOC) 

      400 μg/m3     
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表 2-3. 建築物環境衛生管理基準（空気環境の調整）の検討―続き―（網掛けは選定基準の優先順位が高いものと重複

しているものを示す） 

選定基

準 
項目 

主な

発生

源 

室内空気における諸外国の指針値等の設定状況 
監視用測定方

法 
定点測定方法 

ドイツ フランス カナダ 

①現行

の建築

物環境

衛生管

理基準

で規定

されて

いるも

の 

温度         建築物衛生法   

相対湿度         建築物衛生法   

気流         建築物衛生法   

浮遊粉じ

ん 
燃焼       建築物衛生法   

二酸化炭

素 

燃

焼、ヒ

ト 

1000 ppm 以下

無害 
  1000 ppm（オフィス） 建築物衛生法   

一酸化炭

素 
燃焼 

5.2 μg/m3（30

分） 

1.3 μg/m3（8 時

間） 

86 ppm（15 分） 

52 ppm（30 分） 

26 ppm（1 時間） 

8.6 ppm（8 時

間） 

25 ppm（1 時間） 

10 ppm（24 時間） 
建築物衛生法   

ホルムア

ルデヒド 
合板 

120 μg/m3（30

分） 

50 μg/m3（2 時

間） 

10 μg/m3（1

年） 

123 μg/m3（1 時間） 

50 μg/m3（8 時間） 
建築物衛生法 厚労省 

②WHO

（欧州）

が室内

空気質

ガイドラ

インを

定める

もの 

PM10 燃焼           

PM2.5 燃焼 
25 μg/m3（24

時間） 

WHO のガイドラ

インの活用を推

奨 

可能な限り低く 環境省   

ホルムア

ルデヒド 
合板 

120 μg/m3（30

分） 

50 μg/m3（2 時

間） 

10 μg/m3（1

年） 

123 μg/m3（1 時間） 

50 μg/m3（8 時間） 
建築物衛生法 厚労省 

ベンゼン 

燃料

の燃

焼 

  
2 μg/m3（10-5

発がんリスク） 
可能な限り低く 環境省 厚労省調査法 

ナフタレン   10 μg/m3 
10 μg/m3（1

年） 
10 μg/m3（1 日）   厚労省調査法 

二酸化窒

素 
燃焼 

350 μg/m3（30

分） 

60 μg/m3（1

週） 

200 μg/m3（2

時間） 

20 μg/m3（1

年） 

170 μg/m3（1 時間） 

20 μg/m3（1 日） 
環境省   

一酸化炭

素 
燃焼 

5.2 μg/m3（30

分） 

1.3 μg/m3（8 時

間） 

86 ppm（15 分） 

52 ppm（30 分） 

26 ppm（1 時間） 

8.6 ppm（8 時

間） 

25 ppm（1 時間） 

10 ppm（24 時間） 
環境省   

ラドン 

自然

の鉱

物 

    200 Bq/m3     

トリクロロ

エチレン 

工業

用有

機溶

剤 

20 μg/m3 
20 μg/m3（10-5

発がんリスク） 
  環境省 厚労省調査法 

テトラクロ

ロエチレ

ン 

クリー

ニン

グの

洗浄

溶剤 

100 μg/m3 
250 μg/m3（1

年） 
  環境省 厚労省調査法 

ベンゾ-a-

ピレン 
燃焼       環境省調査法   

③学校

環境衛

生基準

で規定

されて

いるも

二酸化炭

素 

燃

焼、ヒ

ト 

1000 ppm 以下

無害 
    文科省   

温度         文科省   

相対湿度         文科省   

気流         文科省   
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の 浮遊粉じ

ん 
燃焼       文科省   

一酸化炭

素 
燃焼 

5.2 μg/m3（30

分） 

1.3 μg/m3（8 時

間） 

86 ppm（15 分） 

52 ppm（30 分） 

26 ppm（1 時間） 

8.6 ppm（8 時

間） 

25 ppm（1 時間） 

10 ppm（24 時間） 
文科省   

二酸化窒

素 
燃焼 

350 μg/m3（30

分） 

60 μg/m3（1

週） 

200 μg/m3（2

時間） 

20 μg/m3（1

年） 

170 μg/m3（1 時間） 

20 μg/m3（1 日） 
文科省   

ホルムア

ルデヒド 
合板 

120 μg/m3（30

分） 

50 μg/m3（2 時

間） 

10 μg/m3（1

年） 

123 μg/m3（1 時間） 

50 μg/m3（8 時間） 
文科省   

トルエン 

接着

剤、

塗料 

300 μg/m3   
15000 μg/m3（8 時間） 

2300 μg/m3（1 日） 
文科省   

キシレン 

接着

剤、

塗料 

100 μg/m3       文科省 

パラジク

ロロベン

ゼン 

防虫

剤 
        文科省 

エチルベ

ンゼン 

断熱

材、

塗料 

200 μg/m3 
1500 μg/m3（1

年） 
    文科省 

スチレン 

断熱

材、

防水

剤 

30 μg/m3       文科省 

ダニ又は

ダニアレ

ルゲン 

寝具

や絨

毯 

      文科省   

④シッ

クハウ

スに係

る室内

濃度指

針値

（厚生

労働

省）が

定めら

れてい

るもの

（下線

部は改

正また

は新設

案） 

ホルムア

ルデヒド 
合板 

120 μg/m3（30

分） 

50 μg/m3（2 時

間） 

10 μg/m3（1

年） 

123 μg/m3（1 時間） 

50 μg/m3（8 時間） 
  厚労省 

トルエン 

接着

剤、

塗料 

300 μg/m3   2300 μg/m3（1 日）   厚労省 

キシレン 

接着

剤、

塗料 

100 μg/m3       厚労省 

パラジク

ロロベン

ゼン 

防虫

剤 
        厚労省 

エチルベ

ンゼン 

断熱

材、

塗料 

200 μg/m3 

22000 μg/m3（1

日） 

1500 μg/m3（1

年） 

    厚労省 

スチレン 

断熱

材、

防水

剤 

30 μg/m3       厚労省 

クロルピ

リホス 

防蟻

剤 
        厚労省 

フタル酸

ジブチル 

塩ビ

樹脂 
        厚労省 

テトラデカ

ン 

接着

剤、

塗料 

        厚労省 

フタル酸

ジ-2-エチ

ルヘキシ

ル 

塩ビ

樹脂 
        厚労省 
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ダイアジノ

ン 

防蟻

剤 
        厚労省 

アセトア

ルデヒド 

合

板、

接着

剤 

100 μg/m3 

3000 μg/m3（1

時間） 

160 μg/m3（1

年） 

1420 μg/m3（1 時間） 

280 μg/m3（1 日） 
  厚労省 

フェノブカ

ルブ 

防蟻

剤 
        厚労省 

総揮発性

有機化合

物(TVOC) 

  
300 μg/m3 以

下支障なし 
      厚労省 

※1 アメリカは室内空気質の規制を行っておらず、室内空気質ガイドラインを定めていない。アメリカは室内空気に対して

は非規制戦略（平成 16 年度厚生労働科学研究費報告書「諸外国における室内空気質規制に関する研究」参照）。 

  は選定基準の優先順位が高いものと重複していることがわかるようにセルに色付けを行ったもの。 
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表 2-4. 参考指標（学術的に近年注目されており今後の検討を要する項目） 

項目 参考指標として考えられる理由 

浮遊真菌 いずれも健康影響の量反応関係から基準値を定めたものはないが、浮遊真菌や浮遊細菌

等の微生物汚染と健康影響との関連があることから（WHO, 2009）、TVOC と同様に、汚染

レベルを低減させるための目標濃度を日本建築学会で定めており、カナダ等諸外国の中

にも、そのような目的で指針を定めている国がある。 

浮遊細菌 

放射温度 人体への温熱負荷としては、厳密には、温度のみならず、湿度、放射、着衣、代謝、気流を

含めて総合的に評価することが重要となる。PMV は、これらの 6 要素を 1 つにまとめてあら

わす総合温熱指標であり、実態調査で総合温熱指標の把握は学術上必要である。現在

は、温度、湿度、気流を個別に評価しているが、放射も環境因子としては重要な項目とな

る。そのため、今回の測定調査では、放射温度を測定するとともに、PMV まで算出し、ある

いは 6 要素の項目で組み合わせ等を行って、特定建築物と今後適用を検討している中規

模建築物の実態を把握し、調査数には限りはあるが、健康との関係を評価する必要があ

る。 

PMV 

超微小粒子状物

質（ナノ粒子） 

現在は、PM2.5 までの粒径に対して基準値が定められているが、さらに小さいナノ粒子に関

する健康影響も大気等の疫学調査等が進められている。また、粒子の重量濃度よりも、個

数濃度で評価するほうが、生体影響との関連が強いのではないかと考えられている。さら

に、粒子の大きさの分布を把握することは、空調設備における除去方法を検討するうえで、

重要な知見となる。従って、粒子の大きさ毎に粒子の個数濃度を評価するとともに、ナノ粒

子の領域の濃度を個別に評価する必要がある。 

粒子状物質の個

数濃度 

エンドトキシン 

ダスト中のエンドトキシン濃度と気管支ぜん息や肺気腫との関係（量反応関係）が最近疫

学研究で報告されるなど（Mendy et al., 2018; Thorne et al., 2005; Thorne et al., 2015）、エン

ドトキシンを指標とした室内環境における微生物由来の汚染物質の評価が注目されてい

る。従って、本調査においても、特定建築物と中規模建築物でエンドトキシンの汚染の実態

を評価するとともに、調査数には限りはあるが、健康との関係を評価する必要がある。 
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D．総括 

建築物環境衛生管理基準の空気環境項目につい

て、国際的な動向や諸外国の動向および関連する

近年の科学的知見等を整理し、今後検討すべき建

築物環境衛生管理基準を整理した。 
WHO が温度の室内ガイドラインとして低温側

で 18℃以上を 2018 年に公表した。これは冬期の

高齢者における血圧上昇に対する影響を考慮した

ものであった。特定建築物の適用用途には、ホテ

ルや旅館が含まれており、WHO の室温のガイド

ラインは今後検討すべき項目であると考えられた。

また WHO は、微小粒子状物質（PM2.5）、一酸化

炭素の室内空気質ガイドラインを公表しており、

微小粒子状物質では循環器疾患への影響、一酸化

炭素では虚血性心疾患への影響に基づくものであ

った。室内の粒子状物質については、浮遊粉じん
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よりも粒径の小さい PM2.5 に対する室内空気指針

値の設定が近年諸外国でなされてきており、WHO
においても 2018 年に開催された「空気汚染と健

康に関する世界会合」において、大気と室内にお

ける PM2.5 による健康被害の問題が大きく取り上

げられた。これらの物質については、今後検討す

べき項目であると考えられた。 
厚生労働省は、 2-エチルヘキサノール、

2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol 
monoisobutyrate (TexanolTM, TMPD-MIB と略

す ) 、 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol 
diisobutyrate (TXIBTM, TMPD-DIB と略す)の室

内濃度誌指針値を検討中である。特定建築物にお

けるこれらの物質の実態はこれまで把握されてお

らず、今後実態調査を行い、建築物環境衛生管理

基準で考慮すべきかどうか検討する必要があると

考えられた。 
WHOが2018年に生活環境中における騒音のガ

イドラインを公表している。従来、住居内の典型

的な騒音影響は、睡眠妨害、アノイアンス（迷惑）、

会話妨害であったが、近年、夜間騒音と不眠症、

認知力の低下、高血圧、心筋梗塞、精神疾患との

関係が示唆されている。そこで、睡眠妨害と不眠

症等に関する疫学調査に基づき交通騒音、鉄道騒

音、航空機騒音、風力発電騒音、娯楽騒音ごとに、

建物正面における昼間と夜間のガイドラインを公

表している。このような項目については、日本で

の実態が十分把握されておらず、今後の検討課題

であると考えられた。 
近年、フタル酸エステル類やリン酸エステル類

を中心に、室内ダスト中の準揮発性有機化合物に

よる健康リスクが報告されている。フランスでは

室内ダスト中化学物質のガイドラインに関する国

際ワークショップが開催され、その方法論を検討

している。このような諸外国の動向も今後注視す

べきと考えられた。 
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